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２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１ 番 亀 田 知 宏  ２ 番 佐 倉 悠 希 

３ 番 矢 山  靖  ４ 番 宗 重 博 之 

５ 番 佐 々 木 浩 康  ６ 番 福 永 貴 弘 

７ 番 向 谷 伸 二  ８ 番 上 本  剛 

９ 番 松 尾 陽 子  1 0 番 藤 井 照 憲 

1 1 番 田 原 賢 司  1 2 番 髙 橋 公 時 

 

 

３. 欠席議員は次のとおりである。           

  な  し 

 

 

４．会議録署名議員 

    ２番 佐 倉 悠 希    ３番 矢 山  靖 

 

 

５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

町      長 奥  田  正  和 副 町 長 金  廣  隆  徳 

会 計 課 長 市 尻 孝 志 総 務 課 長 升 行 真 路 

財 政 課 長 矢  崎 克 生 企 画 課 長 藤 川 道 代 

税 務 課 長 小 林 英 美 町 民 課 長 道 添  毅 

子育て支援課長 藤 井 博 美 健 康 保 険 課 長 宮 﨑 満 香 

福 祉 課 長 和 泉 美 智 子 産 業 振 興 課 長 住 田 谷 保 

商 工 振 興 課 長 山 崎  誠 建 設 課 長 福 本 宏 道 

上 下 水 道 課 長 広 山 幸 治 せらにし支所長 前 川 弘 樹 

教 育 長 早 間 貴 之 学 校 教 育 課 長 藤 原 康 治 

社 会 教 育 課 長 正 田 一 志   

    

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（３名） 

  事 務 局 長  黒 木 康 範     書    記  間 處 俊 彦 

  嘱 託 書 記  貞 光 有 子 
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令和７年第３回定例会一般質問通告事項一覧  

             

 【質問期日 令和７年９月４日】  

 

順番  質問者  質 問 事 項  

１  ６番 福永貴弘  １ ごみの削減を目指して  

２  ５番 佐々木浩康  １ 町道、県道の管理について  

３  ９番 松尾陽子  

１ 終活支援の取組みを  

２ 授乳室の設置と授乳室に「搾乳できる」の表

示を  

４  ８番 上本 剛  １ 地域に雇用を創出し、人の流入と定着を  

５  １番 亀田知宏  １ 持続可能な農業の実現は  

６  ２番 佐倉悠希  １ 宇津戸臭気公害問題の決着は  

７  ７番 向谷伸二  
１ せらまちタクシー運用見直しによる課題改善

は  
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開 会  ９時００分 

（起立・礼・着席）      

〇議長（髙橋公時） 10 月 31 日まで庁舎内クールビスの実施により、軽装によ

る勤務を行っています。 

議場内においても、それを適用いたします。皆さんのご理解をお願いいたしま

す。 

開会に先だち、町長の挨拶があります。 

○町長(奥田正和) はい、議長。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長(奥田正和) おはようございます。令和７年第３回世羅町議会定例会の開

会にあたりましてひと言ご挨拶を申し上げます。 

残暑が厳しい日々が続いておりましたが、９月に入り朝夕は涼しく感じており

ます。稲刈りも進んでおりますけれども、時折雨予報も出ておりますので、焦っ

て事故が起きないように気をつけていただければと思います。 

敬老の日が近づき、各所で敬老の催しを開催いただきます。これまでのご功績

に敬意を表しますとともに、感謝申し上げたいと思います。 

100 歳表彰の皆様は 17 名とお聞きしております。対象者のご都合に合わせ訪問

をさせていただき、お祝いを申し上げることを予定にしてございます。 

お盆の時期には、中学生の海外研修が行われ、無事に帰町されました。 

ハワイ州ニウ・バレー校にて３年ごとの調印も行われ、生徒にとって素晴らし

い体験となったようで来週には報告会を行っていただきます。 

また、世羅高校においては昨年好評でありました夕方に行うトワイライト体育

祭が開催をされます。そのことも含めた先駆的な取組みに、文部科学省から表彰

を受けられ喜ばしく感じています。 

本定例会においては、一般質問の後、議案として報告、承認、同意それぞれ 1

件、条例の制定改正、令和６年度決算認定、令和７年度補正予算等を提出してご

ざいます。慎重審議いただく中、何卒ご決定賜りますようお願いし、ご挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋公時） ただいまの出席議員は １２ 名であります。  

定足数に達していますので、これより令和７年第３回世羅町議会定例会を開会

します。 

ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 
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日程に入るに先だち、諸般の報告をいたします。 

町長から、政務報告について提出されています。お手元に配付しておきました

からご了承願います。 

教育長から、教育行政報告について提出されています。お手元に配付しておき

ましたからご了承願います。 

８月 20 日に開催の「広島県町議会議員研修会」に、お手元に配付のとおり、

議員派遣しましたので報告しておきます。 

本定例会に出席を求めた説明員は、お手元に配付しました報告書のとおりであ

ります。 

本日までに受理した陳情書は、会議規則第 92 条の規定により、お手元に配付

しています「請願陳情一覧表」のとおり、所管の常任委員会へ付託しましたので、

ご了承願います。 

次に監査委員から、令和７年５月分、６月分、７月分に関する「例月出納検査

結果の報告」、及び令和７年６月実施の「随時監査の結果報告」が提出されてい

ます。写しを、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

  

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、議長において、

２番 佐倉悠希議員、３番 矢山 靖議員 を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から９月 22 日までの「19 日間」にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は、「19 日間」と決定いたしました。 

 

日程第３ 一般質問を行います。  

質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

最初に、ごみの削減を目指して ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 議長。 
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○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づき

質問させていただきます。 

まずはじめに、今回の質問は、町民の方からこんなことはできないものかとお

話を伺い、大変有意義な内容と思いましたので、一般質問で取上げてまいります。

内容は、エコバッグを忘れた際や、急な買い物のとき、レジ袋の代わりに世羅町

指定ごみ袋をレジで 1 枚単位で購入したいといった内容でした。私なりに内容を

調べた結果、ごみの直接的な軽減や、町民一人ひとりのごみに対する意識啓発の

推進につながるものと思い、質問、提案させていただきます。 

質問の要旨、持続可能な社会を築くためには、ごみ問題への取組みは不可欠で

す。ごみの排出量を減らし、再利用し、リサイクルを推進することで資源の浪費

を防ぎ、環境への負担を軽減できます。一人ひとりが常に意識して、世羅町民全

体で行動することが重要です。世羅町では、昨年、令和６年に策定した世羅町一

般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ処理に関して総合的に推進をしております。

世羅町が抱えるごみ問題の現状を確認し、新たな提案につなげていきたいと考え

ています。 

まず質問 1、世羅町一般廃棄物処理基本計画に基づきますと、世羅町の 1 人 1

日当たりのごみの排出量は、令和３年で 647ｇ、令和４年 667ｇでした。これは

わかりやすく若干強引ではありますが、例えるならリンゴ２個分ぐらいの重さに

なります。全国平均は 890ｇ、広島県の平均値は 877ｇでした。これも例えるな

らリンゴ３個分、それに近い重さです。これは県内 23 市中神石高原町に次いで

22 位と、世羅町は排出量が少ない町ということになり、大変優秀な町となります。

排出量が少ない原因、要因をどのように分析しているのか、お伺いいたします。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 福永貴弘議員の「ごみの削減を目指して」のご質問にお答

えをさせていただきます。 

 まずごみのことですけれども、ごみには可燃物、不燃物、そして大型ごみ等で

すね、町において責任を持って収集処理をしているところでございます。 

可燃ごみにつきましては、三原市に対して委託をしてございます。また不燃ご

み等については、事務組合としてですね、議会とともに行っているところでござ

います。 

以前からごみ問題、いろいろ取組んでまいりました。過去においては、ごみ袋
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が非常に高いというような、町民からの声もいただく中で、議会でも議論いただ

く中で安価なものにしてきたところでございます。またごみステーション化を各

地域において進めていただきました。おかげさまで収集にも、時間がかからない

という状況にもなっている状況でございます。 

世羅町民のごみの排出量が少ないということを、要旨の中でもご説明いただき

ました。少ない原因・要因をどのように分析しているのかのご質問いただきまし

たのでお答えをさせていただきます。 

議員がご指摘されたとおり、本町における 1 人 1 日当たりのごみの排出量は少

ない状況が続いており、今後におきましても、ごみ総排出量の低減化を図ってい

くことが重要と考えております。 

１人１日当たりのごみ排出量が少ない要因といたしましては、町民の皆様のリ

デュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の意識向上

が最も大きいと考えております。町といたしましては、今後におきましてもこの

３Ｒ意識の更なる向上を図るべく、啓発を持続してまいる所存でございます。 

○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） ご回答いただきました内容にありました３Ｒの町としての

推進と世羅町民の努力の結果、大変素晴らしい状態にあると思います。この状況

は維持して発展させる必要があると考えております。 

質問２に移ります。1 日に出すごみの排出量は、先ほども申し上げましたが、

令和４年で 667ｇ、約リンゴ２個分と言いました。全国平均と比較しても、リン

ゴ 1 個分ほど 1 日のゴミの量は世羅町民少ないという状態にありますが、そのご

みのそのものの排出量というものは、年々増加しています。世羅町の 1 人 1 日当

たりのごみの排出量は、平成 30 年、2018 年時点で 575ｇでしたが、令和４年、

2022 年は 667ｇ、４年間で 92ｇ増加しています。全国平均や広島県の平均では、

年々減少傾向にありますが、残念ながら世羅町は増えているという状況にありま

す。人口減少に伴い、ごみの排出量は減少するように普通は考えますが、なぜ増

えているのでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） それでは「人口減少しているが、なぜごみの排出量は

増えているのか」のご質問に、お答えいたします。 

 令和６年３月に策定しました「一般廃棄物処理基本計画」におきまして、令和
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４年度までのごみ総排出量の推移を記載しておりますが、議員ご指摘のとおり、

年々増加しているところでございます。 

 町のごみ総排出量のうち、約８割は可燃ごみとなっておりまして、ごみの排出

量増加につきましては、この可燃ごみの増加が主な要因と考えております。特に、

可燃ごみの約６割を占めます家庭系ごみにつきましては、インターネット通信販

売の利用増加や空き家の片付けなどが増加の要因と考えているところでござい

ます。 

 なお、令和５年度からは、ごみ総排出量は減少に転じておりますので、町とい

たしましては、今後もごみの低減化を図る取組みを進めてまいる所存でございま

す。 

○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 先ほどのお話で令和５年度から減少しているというご回答

いただきました。私のほうは令和４年度までの数値しかわかっておりませんでし

たので、大変嬉しい回答をいただきました。そこでちょっとご質問ですが、令和

５年度以降の 1 人、1 日当たりのごみの排出量をお伺いいたします。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 現在直近データとしては令和５年度が最新となってお

りまして、令和６年度につきましては今、算定中というところでございます。 

一般廃棄物処理基本計画におきましては、目標としましては令和４年度の 667

ｇ。これを令和 20 年度まで維持する、増やしていかないという目標を掲げてお

りますが、先ほど申し上げましたように令和５年度は下がっておりますので、こ

こで気を緩めることなくですね、667ｇを更に下げていく。令和５年度が 656ｇに

なっておりますので、更に引下げていけるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） それでは質問３に移らせていただきます。次に、リサイク

ル率について質問します。世羅町のリサイクル率は令和３年度で 10.9％です。同

年、広島県全体のリサイクル率は 13.4％で、残念ながら平均値より低い結果とな

っています。他市町と比較した場合は、東広島市、三原市、福山市に次いで低い

結果となっています。リサイクル率が低い原因は何でしょうか。 
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○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 「リサイクル率が低い原因は」のご質問にお答えいた

します。 

 まずはじめに、リサイクル率につきましては、町が直接資源収集、または処理

工場において資源化されるものが対象として算定されております。 

 したがいまして、町内のリサイクル事業者や店頭の資源回収ボックスへ持ち込

まれたものはリサイクル率に含まれておりませんので、実際のリサイクル率は現

状の数値よりも高いと認識しているところでございます。 

 そのうえで、リサイクル率が低い要因といたしましては、紙類の資源化の取組

みができていないことが大きいと考えております。 

 今後、この点の解消にあたり、町といたしまして紙類の資源化の取組みを強化

してまいる所存でございます。 

○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 一部に数字的な要因があるということを理解いたしました。 

それで先ほどご回答いただきました、紙類の資源化の取組みができていない。こ

ういったご回答でしたが、今後、紙類の資源化について、具体的な予定やお考え

等ありますでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） はいお答えいたします。県内 23 市町あるわけですけ

れども、県内 21 市町においては紙類の収集というのは通常のステーション収集

という形で行っております。 

ステーション収集していないのが三原市と世羅町の２市町という状況です。三

原市におかれましてはステーション収集は行われておりませんけれども、紙類の

資源回収ボックスというものを町内の何か所かに設置をして、そこへ持ち込んで

いただくという方法、方式をとられております。 

 世羅町におきましては、なかなかすぐにステーション収集というのはハードル

が高いと考えておりまして、今申し上げました三原市の資源回収ボックス、紙類

に関わる資源回収ボックスですね。これを設置する場所を、適地を検討する中で、

そういうものを設置をして、紙類の資源回収を行ってまいりたいと考えておりま

す。 
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設置時期ですけれども、早ければ早いほうがいいんですが、なかなか適地とい

うものが今現状では見出せていない状況ですので、まずはそういうものが設置で

きる適地をですね、早急に確定をしてまいりたい、そのように考えております。 

○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 是非とも早急に進めていただければと思います。 

それでは質問４に移らせていただきます。2020 年７月からレジ袋が有料化にな

り、エコバッグの利用は「推奨」から「社会的常識」へと大きく定着しました。

レジ袋の消費も大幅に減少されました。しかし、大量購入の際や不意な買い物な

ど、レジ袋に頼る場面は今も発生しています。レジ袋はごみとして処分すること

がほとんどとなりますが、レジ袋が町指定ごみ袋であれば燃やせるごみを入れて

出すことが可能となります。 

同様な取組みは、他県の市町 20 か所以上で行われているのを確認しました。

実施できれば広島県としては初の試みとなります。ごみの削減量は限定的であり

ますが、ごみ対策の新たなテコ入れとして町民の意識作りとしては効果が高いと

思われます。 

事業者との連携が不可欠となりますが、実証実験からで十分です。是非、挑戦

しいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 「買い物の際のレジ袋に「世羅町指定ごみ袋」を選択

肢に加えたい」のご質問に、お答えいたします。 

 町といたしましては、可燃ごみ指定袋につきましては、専用のごみ袋をご購入

いただくことにより、分別及び減量化意識の向上を図るとともに、ごみ処理費用

の一部をご負担いただいていると認識をしております。 

 また、一般廃棄物処理基本計画におきまして、ごみの減量化目標を掲げ、その

目標達成に向けた各種取組みといたしまして、リデュースへの取組みとして、買

い物の際のマイバッグ持参、リユースの取組みとしては、プラスチック使用製品

の繰返し使用を、それぞれ推進しているところでございます。 

 レジ袋におきましては、使用後廃棄せず、マイバッグとして再使用していただ

き、ごみの減量化につなげていただきたいと考えております。 

 なお、再使用が困難な場合は、中身の見える袋であれば可燃ごみ以外の不燃ご

み等の排出に使用するなど、有効活用いただければと存じます。 
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○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 残念ながら必要ないといったようなご回答いただいたかと

思います。しかし、せっかくですので、この行動を不要とは考えてない他市町の

ことを紹介させていただきます。 

ごみ袋のデザイン等の変更はなく、従来の指定ごみ袋をレジ袋としてそのまま

販売している例としては、６市町を確認しました。 

次、レジ袋として使いやすいようにデザインを変更した例としては、10 市町を

確認しております。新潟県燕市においては、デザインは従来のままレジを通すた

めにバーコードを新たに入れたといった例もありました。中国地方におきまして

は、鳥取県日吉津村がレジごみ袋化を２年前に行っております。このメリットと

してですが、事業者の利点としては、通常のレジ袋と異なりごみにならないため、

プラスチックごみ削減の取組みを事業者として行っているというアピールが可

能となります。 

利用者の利点としては、先ほどご説明もしているとおり従来ごみとなるレジ袋

を、燃やせるごみとして利用できます。若干ではございますが、家計の負担軽減

になる可能性がございます。また、通常のレジ袋より素材がしっかりしており、

安心して持運びができるという利点もあります。 

デメリットとしては、ごみ袋へ商品を入れる抵抗感が人によってはあるでしょ

う。 

これを懸念してデザインを変更した市町もあるということを先ほども紹介しま

した。ベストな取組みとしては、指定ごみ袋のデザイン変更が必要と思われます。

ただし、変更が必要なのは、小 15Ｌのみで対応可能と考えます。このデザイン変

更するのであれば、デザインを公募することで、取組自体をアピールすることも

できます。また、毎日のように目にするごみ袋に、世羅町を意識することができ

るデザインがあれば、自然と世羅町に対する誇りを植付けることができ、世羅町

に愛着を持ってもらえる機会となるとも考えます。しかしデザイン変更となりま

すと、費用面の懸念もございますので、慎重に対応していただく必要があるとは

思いますが、現状のごみ袋についても、中と小のサイズ差がわかりにくいといっ

た町民の声を伺ったと、宗重議員からお聞きしたこともあります。現状の問題点

の解消としても、小サイズのデザインを大・中とは異なる色やデザインにするこ

とで、わかりやすいものになるのではないかと思います。 

他市町の状況やレジ袋の利点やデメリットを含めいろいろ説明させていただ
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きましたが、調査検討すらしていただけないとのご回答でありますので非常に残

念に思います。 

町民から今回のアイデアを伺ったとき大変晴らしいと私は思いました。エコバ

ッグを忘れてレジ袋をもらう際、今では一瞬ではございますが、後ろめたさを感

じるようにもなっております。自分は環境問題に配慮できていないんじゃないか

なというのを一瞬ですが頭をよぎります。お話をいただいた方も同じようにおっ

しゃっておられました。そんな負の感情を、レジごみ袋があることで払拭できま

す。先にも言いましたが、この取組みによるごみの削減量は、限定的かと思いま

す。しかし、ごみ削減で一番重要なのは、町民一人ひとりの環境問題の意識があ

るかないかに大きく関わっています。 

町長も最初にお話されたように、町民の皆様のリデュース、リユース、リサイ

クルの意識向上が最も大きい。結果県内２位の少ないごみの排出量が実現できて

います。 

町民課長のご説明でも、1 人 1 日当たりのごみの排出量の年々の増加は、家庭

から出される可燃ごみの増加に一因があるとのことでした。 

町民一人ひとりがごみ問題や環境問題に取組んでいただくこと、これは常日頃

から、たとえば今回提案させていただいているような買い物をする際など、一瞬

でも意識できるという状況があれば、素晴らしいのではないかと思います。少し

高くてもごみレジ袋を選ぶ、そのようなわずかな行動が、世羅町の環境をよりよ

いものにしていくのではないかと思っております。 

日本は街にごみが捨てられてなく大変綺麗だと、海外旅行者が感動して話して

いる動画など、よく見かけます。大変誇らしい気持ちになります。昔から「お天

道様が見ているよ」なんていう教えもありますし、「人様に迷惑をかけるんじゃ

ないよ」といった教えもあります。そんな昔からごく当たり前の教えでもしつこ

く言われた教えが、ポイ捨てをする気持ちにストップをかけるんじゃないでしょ

うか。押し付けがましい小言は聞けたものじゃありませんが、レジ袋を選ぶか、

レジごみ袋を選ぶか、ご自身が選択する際は、わずかな瞬間ですが、ごみ問題に

意識を向けられます。そこにメリットがあると今回思いました。 

さまざま申し上げましたが、課長さん先ほどおっしゃられましたとおり、一般

廃棄物処理基本計画に、まずは基づいて推進していただければと願っております。 

それでは最後の質問とさせていただきます。家庭から排出される生ごみの減量

化と資源化の促進を図るため、電動式生ごみ処理機と生ごみ堆肥化容器、コンポ

ストですね、の購入に対する補助金がありますが、具体的な補助金の内容をお伺
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いいたします。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 「電動式生ごみ処理機等の具体的な補助金の内容」の

ご質問に、お答えをいたします。 

 電動式生ごみ処理機と申しますのは、家庭から出される生ごみを減容化する温

風乾燥型の電動処理機等でございます。 

 生ごみ堆肥化容器と申しますのは、電源を必要としないコンポスト容器で、微

生物等の活動を利用することにより、家庭から出される生ごみを分解し、減量化

または堆肥化するものでございます。 

 これらを購入された場合は、購入費用の２分の１を補助金として交付すること

としております。 

 ただし、それぞれ補助金に上限額を設けておりまして、電動式生ごみ処理機に

つきましては２万円、生ごみ堆肥化容器につきましては 3000 円となっておりま

す。 

 また、購入台数も制限を設けておりまして、電動式生ごみ処理機につきまして

は１世帯につき１基まで、生ごみ堆肥化容器につきましては１世帯につき２基ま

でとなっております。 

 町といたしましては、こうした補助制度をご活用いただき、生ごみの減量化等

が促進されることにより、ごみ総排出量の低減化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○６番（福永貴弘） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ６番 福永貴弘議員。 

○６番（福永貴弘） 課長にご説明いただきましたとおり、大変有用な補助制度

となっております。町民の方には是非この補助制度を有効利用いただき、ごみの

更なる削減にご協力いただければと思います。 

終わりに、これまで世羅町の廃棄物処理、ごみ処理に関わってこられた世羅町

の行政、事業者、関係者の方々に心より感謝申し上げますとともに、今後も子や

孫につなげていける世羅町を目指して、町民の総力で頑張ってまいりましょう。

以上で終わります。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 福永議員からのご提案、いろいろありがとうございました。



15 

 

このごみについてはですね、もちろん減量化ですけれども、先ほどからおっしゃ

られましたように、意識づけといったものは大変重要なことだと思います。どう

してもこれまではごみを収集するにあたり、一番危惧されたのが家庭で燃やされ

ている状況が多くございました。これ危険な行為もありますし、なおさら近隣に

対してもご迷惑、また何よりもこの世界的な温暖化を止めるための一助となる部

分でございますので、燃やさないということはですね、まず必要かと思います。

有害物質等も含まれたものもあろうかと思いますので、まずは世界のため、また

人間のためにですね、そういったごみについては、きちっと適切な処理を行って

いく必要があろうかと思っております。 

議員ご提案のですね、レジごみ袋、町としてはエコバッグ等の推進をこれまで

もしてまいりました。ただ私も時々買い物に行っても忘れて申し訳ないなと。有

料であったり、また無料で配られている場所もまだあるようでございます。そう

いったところを意識づけをしっかりつけながら、ごみの減量化につながるように

していく必要があろうかと思います。いろいろ検討材料あろうかと思いますので、

また議員ご提案の部分も含めながらいろいろと町でですね、今後の減量化に努め

る基本計画に基づきながら頑張っていければと考えているところでございます

ので、またさまざまにまたご示唆いただければと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（髙橋公時） 以上で６番 福永貴弘議員の一般質問を終わります。 

 

 次に 町道、県道の管理について ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 議長。 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づ

き質問をさせていただきます。 

項目 1、町道、県道の管理についてですね。今回は具体的なことで、今までい

ろんな変わった難しい話であるとか、ことをやってきたんですが、そればっかり

ではないということをご理解いただいてですね、今回は非常に身近な、皆さん困

っていることを質問したいと思います。 

質問の要旨、道路の管理について、特にですね、道路にせり出した木、あるい

は竹ですね、これについて伺います。町民の方から非常に多く、電話がかかって

きたりであるとか、私の仕事の中でいろんな話をする中でよく聞くので、枝など

が車に当たるので困るという苦情を非常に多く聞きます。実際いろいろあちこち
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車で走ってみるとで、木の枝でトンネルみたいな感じにもなってしまって、そう

いうところが多く見られます。また大型のトラックなどが、出た木を避けてセン

ターラインを越えてくるような、そういう場面にも実際に遭遇したことがござい

ます。今ちょうど台風がやってきておりますし、ちょっとした大雨、もしくは風

が吹いただけでも、やはり木が倒れた、竹が非常に曲がったとかいうことが多々

ありますので早めの伐採が必要ではないかと考えております。 

本来は地権者が切ったりということをしなければならないんですが、地権者と

の交渉などはどうなっているのかというのを伺いたいと思います。 

１番ですね、伐採の判断基準と地権者の負担について伺います。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 佐々木浩康議員の町道、県道の管理についてのご質問にお

答えをさせていただきます。 

議員、今回本当に身近な問題でございます。こういった案件については各所か

らいろいろと私にもお声をいただいていますし、いざ、いろいろとそういった倒

木、またさまざまな道路に関する案件で建設課も現場にすぐ直行してくれており

ます。また支所においても、すぐさまそういう対応ができるよう職員のほうで対

応しているところでございますけれども、やはり台風シーズンになりますと、ま

た大雨、先般のでもですね、倒木はかなりあったようでございます。昨日私もち

ょうど車で通っていれば、ちょうど委託をしている業者において大きな木を伐採

いただいておりました。これも通報によるものか、それとも危険であると判断を

して、率先的にやっていただいたものかわかりませんけれども、やはりそういっ

た業者においてやる場合もあれば、地域においてやはり皆が利用する道であると

いうことで、町民の方において自主的に伐採いただいている案件もあろうかと思

います。そういった努力をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。 

この案件でございますけれども、議員が私の住む地域に議会報告を行っていた

だいた際にこの案件も出てまいりまして、本当危険な箇所が多すぎるというとこ

ろがございました。それからしばらくしてですね、懸案事項であった場所につい

ては、やはり地権者で大きく伐採をいただいたということもございます。私もち

ょっとびっくりしたんですが、かなり刈り込んでいただいて安全管理、特にカー

ブになってございますので、危険であるということを察知もいただき、また要望

もしていただいたんだと思うんですけれども、そういった形で管理をいただいて

いる状況もございます。しかしこれを放っておけばまた 1 年しないうちに大きく
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繁茂するような状況もございます。そういったところにしっかり対応すべく、町

のほうも努力をしてまいりたいと思います。 

１点目ご質問いただきました、伐採の判断基準と地権者の負担についてのご質

問にお答えをさせていただきます。 

道路へ張り出した木や竹の伐採の判断基準については、道路構造令に規定され

る車両や歩行者の通行の安全を確保するために必要な一定の幅と一定の高さの

範囲を示す建築限界を基準に判断をしているところでございます。 

伐採に係る費用の負担につきましては、民地の木や竹の管理は土地所有者が行

うこととなりますので、土地所有者にて負担していただくことになります。しか

し、道路への倒木の恐れがあるなど、緊急性がある場合は、道路管理者において

伐採をしております。この場合、土地所有者の方への費用の負担は求めておりま

せん。そういった管理を行っているところでございます。以上でございます。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 先月ですね、先ほどもおっしゃられたように町長の地元

へお邪魔して、いろんなご意見をいただきまして本当に感謝しております。ちょ

うど今回一般質問のテーマと全く同じようなことのご意見をいただきましたの

で、それを反映させてですね、改めて質問ですが、たとえば町や県から伐採のお

願いがあったとかですね、請求書が届いたとかという話は聞いたことがないんで

すが、実際に土地所有者に負担をお願いした事例というのはあるのでしょうか。

これをお伺いいたします。 

○建設課長（福本宏道） 議長。 

○議長（髙橋公時） 建設課長。 

○建設課長（福本宏道） それでは、建設課よりお答えいたします。はみ出して

くる木や竹の多くについては、町が管理する法面の木や竹といったものが一般的

というか、多数を占めております。しかしながらですね、一部におきましては民

地の竹垣、特にですね、庭の生垣であったりとか、庭木がはみ出したりといった

ことがございます。こちらにつきましては、町のほうで所有者を調査し、所有者

の方に伐採のお願いをしているところでございます。以上でございます。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 負担については、そういう事例はあるんですかね、直接。 

○建設課長（福本宏道） 議長。 
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○議長（髙橋公時） 建設課長。 

○建設課長（福本宏道） お答えします。直接ですね、民地の所有者の方に伐採

いただくことを求めておりまして、町のほうで切ったものの費用を負担していた

だいたことはございません。以上でございます。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 原則はですね、地権者の責任になるわけで、たとえば木

が倒れて大変な事故が起こった場合であるとかは地権者が負担しなければなら

ないということになろうかと思うんですが、その場合はやはりそういうこともき

ちっとご説明してですね、地権者の方に。たとえば費用の一部を負担していただ

くであるとか、もちろん結構お金がかかることなんで、所得に応じてとかですね、

そういったところでご負担をいただくというような考えが本来の在り方ではな

いかと思いますが、それについてはいかがでしょうか。 

○建設課長（福本宏道） 議長。 

○議長（髙橋公時） 建設課長。 

○建設課長（福本宏道） お答えいたします。民地の木の張り出し、また倒木に

よる所有者の責任ということは、もちろん発生する場合がございます。そういっ

た可能性があることも説明する中で、所有者の方に負担を求めていく必要がある

と考えております。また建設課におきましては、近年、ちょっとできておりませ

んが、広報のほうに民地の、所有地のですね、木の伐採にご協力くださいと。も

し何かあったときには、所有者の責任が発生する場合がありますといった周知も

行ってきたところです。確認しましたところ、ここ数年できておりませんでした

ので、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 次２番目に行かせていただきます。救急車が木の枝など

があるために遠回りをしているということを、前回の長田の中村振興区で聞いた

んですが、こういう人命に関わることなので、消防署との連携はどのようになっ

ているのかお尋ねいたします。 

○建設課長（福本宏道） 議長。 

○議長（髙橋公時） 建設課長。 

○建設課長（福本宏道） ２点目の救急車の通行に支障をきたしている道路の消

防署との連携についてのご質問にお答えいたします。 
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 世羅消防署及び世羅消防署世羅西出張所へ伺ったところ、道路へ張り出した木

や竹により救急車が迂回をしている事例は確認できませんでしたが、救急走行時

の走行速度により距離は嵩むものの、時間短縮となる迂回ルートを選択すること

もあると聞いております。地域の方が最短と思っているルートでないルートを使

用することもあるというふうに伺いました。このところの気象変動により例年よ

りも繁茂が著しい箇所も確認しておりますので、今回の機会を捉えまして緊急車

両の通行に支障をきたす可能性がある箇所などがありましたら、消防署のほうか

ら改めて情報提供いただくようお願いしたところでございます。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 非常に今回質問したことが役に立つかなと。しっかりと

消防署と連携をとって、緊急車両が少しでも早くつけるように、情報提供その他

で迅速に対応していただきたいと思います。 

しかしですね、町民の方がそういうふうにルートが変わったのが、木が伸びて

いるからだというふうに捉えられるっていうことは、これが結構問題かなと。こ

れは消防署の判断なんで、そのルートの変更自体はですね、お任せするしかない

と思っておりますが、やはりそれだけ町民の方が、木の枝が伸びているよってい

うことを、やはり心配されているんだということを理解していただいて、可能な

限りそういうところがないように対応をしていただきたいと思います。 

続いて３番目に行きます。観光バスのルートとなっているような道路に関して

は、迅速かつきめ細かい対応が必要と思えるが、近隣市町との連携はどのように

なっているのか、お伺いします。 

○建設課長（福本宏道） 議長。 

○議長（髙橋公時） 建設課長。 

○建設課長（福本宏道） ３点目の観光バスのルートとなっている道路の対応に

ついてのご質問にお答えいたします。 

現在近隣市町との連携は行っておりますが、広島県が管理します国道、県道に

つきましては、異常を確認した場合は、異常がある場合はですね、現地の確認を

行い、管理する広島県へ要望を行っているとこでございます。 

また、観光ルートとなっております交通量の多い町道につきましては、パトロ

ールにより状況の把握を行い、通行に支障をきたす前に、木の枝や竹を伐採する

よう努めているところでございます。また限定的ではございますが、法面の全面

を根元から伐採することも行ってきているところでございます。 
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倒木や木や竹の道路へのはみ出しは、重大な事故につながる恐れがあることか

ら、引き続きパトロールによる異常の把握や、事前の対策を行うことにより、安

全な道路空間の確保に努めてまいります。以上でございます。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） やはり近隣の市町にですね、お願いする前にですね、や

はり町内をしっかり整備しなければならないと思っておりますが、確かにですね、

根元から伐採されているところを最近結構あちこちで見かけるんで、その辺は着

実に進んでいるのかなと。なかなか予算の関係もあろうと思うので、その辺は評

価したいと思います。 

私、個人的なことを言うとですね、私は世羅町の一番端っこに住んでおりまし

て、特に三次市に入ると途端にもう木がすごい県道なんですが生えておりまして、

ちょっとでも雪が降ったりすると道路がもう通れなくなったりということが非

常に多々ありまして、三次市もなかなか合併して大きくなったんで、予算的なと

ころもありましょうし、なかなか周辺部まで目が届いてないのかなというふうに、

普段から考えております。ところがですね、この県道 45 号線だったかな、基本

的に三次ワイナリーであるとか、奥田美術館であるとか、そういうところからで

すね、平田観光農園を通って花夢の里からいろんな世羅のいろんな観光地へとい

うような観光ルートになっていますので、ここはやはり三次市の部分も含めて、

またこの 45 号線というのが、三次大和線になっていて、ちょうどフライトロー

ドに直接つながるための道路みたいな感じになっておりますので、やはり三次市

と緊密に連携をとって観光の入口というか、引っ張り込むところなので、ここは

重点的にやっていただきたいというのを私は考えております。 

是非ですね、三次の福岡市長に直接町長からお願いをしてもらえるのかどうか

お伺いいたします。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 近隣市町とのしっかり連携をとれということでございます。 

世羅町はかなり近隣市町と接する場所もございますし、県道においても、そこを

利用して、各所へですね、観光のみならず、通勤等もされております。そういっ

た箇所に危険な場所が生じるのであればですね、早速連携をとりながら行ってい

く必要があろうかと思います。 

昨日、定例の毎月行っていますけれども、郵便局の局長との懇談を行っており
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ます。そのなかの一つとしてですね、通報制度、いわゆる配達をされている方々

から、いろんな情報提供いただくという協定もありまして、その書面をお持ちい

ただきました。これは三次市のものをお持ちされました。ＦＡＸがいいのか、メ

ールがいいのかというようなことでしたが、緊急であればお電話をいただきたい

ということにですね、ご連絡を申し上げたところでございます。やはり目視され

て危険であると、いろんな案件があれば、町民、住民の方、また通行者の安全確

保のためにはそういったことが迅速に行う必要があろうかと思いますというこ

とでした。やはりすぐに対応しなくても、これはこうしたほうがいいんじゃない

かというような案件はですね、そういった書面において行っていただいておけば、

町としてもそれをしっかり確認し、また今度はその案件に対してお返しがきちっ

とできるようなことになろうかということで協議もしたところでございます。 

また、企画のほうでもＬＩＮＥを通じた、そういった双方向でのやり取りとい

う形というかですね、いわゆる危険箇所をすぐ通報いただけるような住民の方か

ら、協定以外のところからもですね、行っていただくようなことがあろうかと思

います。市長に直接言うというのはなかなか難しいんですけれども、やはりそれ

ぞれ担当課において連携を持たせていただいていますし、やはりフライトロード

の話が出ましたけれども、各所においても、やはり危険な箇所というのは、私ど

も、普段から使わせていただいておりますので、そういった箇所においてはお互

い連携とれるような形にしていきたいと思います。特に大雨降ると水路がやっぱ

り落ち葉が堆積して、水というか、雨が道路上を駆けって危ない案件もたくさん

あります。これはもちろん倒木もあります。また草が繁茂していることによって、

シカとかイノシシが飛び出るのが見えないという状況もたくさんある場所あり

ます。そういったところも道路委託している県道、町道においては、除草をしっ

かり今やってはくれておりますけれども、他の市町においてもまだ散見されます

ので、そういったところの連携とれればいいかなと思ってございます。しっかり

ですね、安全なまちづくり、そして安心して通行いただけるような道作りに努め

てまいりたいと考えております。 

○５番（佐々木浩康） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ５番 佐々木浩康議員。 

○５番（佐々木浩康） 本当に県としっかり連携を取って、皆さんの通行の安全

を確保していただきたいと思います。 

最後に私が考えていることを述べさせていただいて、終わりにしたいと思うん

ですが、基本的には林野庁が、非常に怠慢であると私は考えております。元々で
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すね、集落の構造というのは、田畑があってその周りに家があって集落ができま

すね。その周りに、針葉樹林、いわゆるスギ、ヒノキ、マツ、そういったものを

植える。そうすると材木としてすぐ使えますのでその周辺部へ針葉樹林を植える。

その奥は栗とかどんぐりとかといったようなものを植えるというのが日本の集

落の基本的な在り方であったんですが、ところが戦後ですね、木が足りないとい

うことで、復興するために木が足りないということで、大量のスギ、ヒノキを植

えたと。それを 80 年間ですね、戦後全く手をつけてないということで、これが

また花粉症の原因にもなっております。大体７、80 年するとですね、スギ、ヒノ

キも寿命が近くなってですね、花粉を大量に出すということが研究でわかってお

ります。本来は、林野庁がしっかりそういったところを管理すべきであったとい

うところが私の考えでございます。今後、なかなか国の予算等々もですね、緊縮

財政は続くんじゃないか思っておりますので、町においてもできることから少し

ずつ確実にやっていただきたいというお願いをして、質問を終わります。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 森林行政について国の施策として、まだまだ進めるべきこ

とがあるのではないかということでございます。私も国の林野庁と言いますか、

山村振興の理事もしていますので、林野庁の関係者とは年に２回ぐらいはお話を

するような会議もございます。世羅町において実を言うと森林で生計を立てられ

ているというお宅は林業家、なかなか多くはいらっしゃいません。そのなかで過

去に植えられたヒノキ、スギの木、放置されたものもたくさんあります。町道、

県道沿いに確かに植林すれば、出しというか、搬出するのにも楽でありますが、

ただ問題はですね、横に枝が行きます。となると、先ほど言われたようなトンネ

ル状態の道路になってしまう場合がありまして、ヒノキ、スギをできるだけその

道路から、やっぱりその分計算されてですね、その部分を植林される際に控えて

植えていただいていればですね、なかなかそこまではいってないのかなと思いま

す。 

今は、20 年周期で材として使える森林関係の苗木もできていますし、先ほど花

粉の話もされましたけれども、今、国においても花粉の出ない、出にくい、そう

いったスーパースギをですね、進められていてですね、世羅町においてもその苗

木を作る場所ができていくということで、かなり先進的な事業も世羅で行ってい

ただいてます。ただ、植える箇所としては世羅町はどちらかというと、保安林が

多くございます。やはり管理をしなくて済むといったところも含めて、そういっ
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た過去において、そういう登録登記をされたところも多くございますので、でき

れば水源涵養、また安全対策、特に直根型の材を使ったほうがですね、地滑り等

も少ないということも含めて、山の急傾斜に植えられる場合は、そういった安全

対策を講じながら、なおかつ林道整備等もまだまだ進んでないところ多くござい

ます。そういったところと併せて今後、森林行政、いわゆる森林組合を中心にい

ろいろ努力もいただいております。新たに森林環境税ができましたが、ひろしま

の森づくり事業と併せて、世羅町が森林の部分においても、また水田においても、

道路においても、環境の良い場所になっていく必要があろうかと思います。さま

ざまな場所においてですね、私もそういった役割の中で声を上げていければと考

えているところでございます。 

○議長（髙橋公時） 以上で５番 佐々木浩康議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩といたします。再開は 10 時 20 分といたします。 

 

休  憩 １０時０５分 

再  開 １０時２０分 

 

○議長（髙橋公時） 休憩を閉じて引き続き一般質問を行います。 

次に 終活支援の取組みを ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づき

質問をさせていただきます。 

以前ある町民の方が亡くなられた際に、生前長年にわたってその方のお世話を

されていた方からご相談がありました。「一人暮らしで頼れる身内のない、○○

さんが亡くなられました。 

成年後見人を立てられていたので後見人の方にご相談したんですが、亡くなら

れた時点で一切のお世話ができなくなるんですと言われてしまいました。お世話

をしてあげたいと思っても、身内ではないので引き受けるわけにもいきません。

どうにかならないでしょうか。」というご相談でした。 

 葬儀・埋葬をはじめ、住居の処分、仏壇や家財の処分など、やらなければなら

ないことはたくさんあるにも関わらず、「誰が、何を、どこまで」やるのか、や

っていいのか、やってはいけないのか。専門の方にお願いするとしたら、その費

用は誰が、どこからどのように出すことになるのか。 
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 このことに関して、町民課、福祉課をはじめいろいろなところに問い合わせを

しましたが、申し訳ないことにほとんど何もお力になることができませんでした。 

 日本は、家族・親族がいることを前提とした対応がきわめて多く、これまでそ

れが当然のこととされてきました。しかし、今や３世代同居は少なくなり、家族

やお墓の核家族化も進んでいます。少子高齢化社会の中で、家族の人数が減り、

親族も高齢化してきています。家族や親族が大都市に移住して、互いに遠距離と

なり、お墓も核家族化して、同居した家族以外は入らなくなるなど、家族・親族

の力やつながりが弱くなってきているのが現状ではないでしょうか。 

 20 年ぐらい前から、全国的に「身元がわかるにもかかわらず引取り手がない遺

骨」が急増しているようです。30 年ぐらい前までは、引取り手のない遺骨といえ

ば、そのほとんどが「身元不明の遺骨」だったと言われています。では、なぜ近

年では「身元がわかるにもかかわらず引取り手のない遺骨が急増したのでしょう

か。 

 人間関係が希薄になり、家族・親族の力やつながりが弱くなってしまいました。

また携帯電話の急速な普及により、固定電話の数は減り続け、親族などの連絡先

がわからなくなったことが大きな原因とされています。つまり、つながりたくて

もつながれないという現状があります。 

 自治体の側も、以前のように住民票と戸籍、更に戸籍の附表、これは戸籍が作

られた時点からの住所の移り変わりを記録した書類で、異なる市区町村間での住

所変更も記録されているものです。これをたどって親族の氏名や住所を調べ、更

にＮＴＴの電話番号案内などを駆使しても、固定電話の番号を電話帳に載せてい

なかったり、固定電話自体がなかったり、番号案内が事実上機能しなくなってい

て、親族までたどりつけない状況にあるとも言われています。 

 このことに早くから問題意識を持ち、解決のための先進的な取組みをされてい

るのが、神奈川県横須賀市です。解決のための施策として平成 30 年から「終活

情報登録伝達事業 私の終活登録」と「エンディング・サポート事業」を展開さ

れています。 

 今回は、この終活支援の取組みについて提案を含め、何点か質問をさせていた

だきます。 

 冒頭でお話させていただいた方を例としていえば、一人暮らしで身寄りもなく、

突然亡くなられたということもあり、誰にもご本人の意思はわかりません。葬儀

をどうしてほしいのか、埋葬はどういった形でどこにしてほしいのか。その結果、

本人の意思とは関係なく、墓地埋葬法第９条などのルールに従って、淡々と処理
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され、無縁納骨堂に納められることになります。この時、亡くなられたご本人の

人権や尊厳はどうなるのか。また、亡くなった後の事務処理についてはどうする

のかというのが問題になります。 

そこでまずはじめに本町において、一人暮らしの身内のいない方が亡くなった

場合の対応はどういった流れになるのかお伺いをいたします。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 松尾陽子議員の終活支援の取組をについてのご質問にお答

えをさせていただきます。 

議員、事例を挙げていろいろと質問いただきました。近年では、そういった方々

も増えてきておりますが、また相続放棄といった形のものも多く見受けられるよ

うな時代となってきました。いわゆる家族のつながりが希薄になるというところ。

またさまざまないろいろ条件もあるわけでございましょうけれども、一人暮らし、

独居の方も多くいらっしゃいます。そういったなかで地域とのつながりをしっか

りしながら、成年後見人も立てられながら日々の生活を送っていただいている方

もいらっしゃいます。そういった終活という部分においては近年では多くの講演

会もいただいたり、また相談業務もしっかり進めているところでございます。 

議員の質問の中に本町においての一人暮らしの身内のいない方が亡くなった

場合の対応はどういった流れになっているのかについてお答えをさせていただ

きます。 

世羅町で亡くなられた方のご遺体の埋葬又は火葬を行う方がおられないとき、

または判明しないときは、死体取扱規則に基づき、福祉課でご遺体を引受け、墓

地、埋葬等に関する法律第９条及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法第 15 条の規

定により葬祭業務を執り行います。火葬に必要な棺、遺体運搬等のための費用は

公費で負担をいたします。御骨は、世羅町火葬場やすらぎ苑納骨堂へ一時保管を

し、葬祭業務執行後に、相続人調査を行い、相続人がおられる場合は御骨の送致

及び火葬等に要した費用を請求する流れとなっておるところでございます。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 今ご説明をいただきましたが、本町において、これまでに

そういったケースは実際にあったでしょうか、お伺いをいたします。 

○福祉課長（和泉美智子） 議長。 

○議長（髙橋公時） 福祉課長。 
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○福祉課長（和泉美智子） 本町におきましては、これまでに、現在やすらぎ苑

納骨堂への御骨の安置につきましては、１件、遺留品について１件を保管中でご

ざいます。また、相続人に請求をさせていただいた件が１件ございます。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 先般お伺いをしたときに、一旦お預かりをしてその相続人

を探したときに、その相続人の方が、引き取られる方が見つかって、現在ではな

いというふうに伺っていたかと思うんですが、実際には、そこにまだご安置とい

うか、納骨堂にいらっしゃる方があるということなんですね。 

○福祉課長（和泉美智子） 議長。 

○議長（髙橋公時） 福祉課長。 

○福祉課長（和泉美智子） 松尾議員がご来庁いただいた後に再度調査をいたし

ましたら、現在、御骨が 1 件、また遺留品が 1 件ということでお預かりをしてお

ります。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 世羅町でもやっぱりこうしたケースが出てきているという

ことでございました。今後ますます一人暮らしの方は増えていくものというふう

に考えます。こうした状況を踏まえ、本町においても、終活情報登録伝達事業を

実施すべきではないでしょうか。この終活情報登録伝達事業というのは、本人が

元気なうちに本人の希望と同意に基づいて、あらかじめ終活に関連する情報を自

治体に登録し、万一のときには、自治体が本人に代わって、病院、警察、消防、

福祉事務所の４者及び本人が指定した方からの問い合わせに対して登録内容を

開示し、回答するというものです。 

横須賀市では、10 個の項目、まず１点目本籍、本人の氏名や住所・生年月日。

２点目に緊急連絡先。３点目に支援事業者や地域の終活サークルなどの地域のコ

ミュニティ。４点目にかかりつけ医や飲んでいる薬、またアレルギーの有無、血

液型。５点目には延命治療についての意向を記した書類、リビング・ウィルの保

管場所。６点目終活ノートの保管場所、預け先。７点目として臓器提供の意思の

有無。８点目葬儀、納骨、遺品整理の生前契約先、検体の登録先。９点目、遺言

や遺言書保管場所と、その保管場所を開示する回答者の指定。10 点目として、墓

の所在地を登録し、さら 11 番目として、自由項目を設けて柔軟に記載登録でき

るようになっています。これは全ての項目を登録する必要はなく、登録したい項



27 

 

目のみを選び、登録をします。 

また、登録後も、変更、追加、削除、またこの登録自体の取消しなど全て自由

に行えるようになっています。いざというとき、後見人となることが多い弁護士、

税理士、司法書士などのいわゆる士業の方や、金融機関、大学、民間企業、非営

利団体など、さまざまな方々からこの事業が重宝されているようです。2018 年 1

月、国立社会保障人口問題研究所は、2040 年には全世帯の４割が一人暮らしにな

ると発表しています。今後、孤立は一層深刻化していくと考えられ、この国始ま

って以来の引取り手のない遺骨の増加という事態がもう目の前まで迫ってきて

いるのです。これは本町においても決して例外ではありません。 

そこで、終活情報登録伝達事業実施についての見解をお伺いいたします。 

○福祉課長（和泉美智子） 議長。 

○議長（髙橋公時） 福祉課長。 

○福祉課長（和泉美智子） ２点目の「本町においても「終活情報登録伝達事業」

を実施すべきであると考えるが、見解は」についてお答えいたします。 

世羅町では、地域包括支援センターにおきまして、総合相談支援事業として、

町内にお住いの高齢者等に関するさまざまな相談をお受けしております。その際

に、65 歳以上の単身高齢者の方の終活の相談についても支援を行っております。

また、尊厳を守る仕組みの一つとして、ご本人が意思をまとめ、死後の手続きな

どに関して明らかにするエンディングノートの普及が必要と考え、福祉課では、

地域サロン等でのアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の普及啓発と併せ、

希望される方へは、「終活ノート」を無料で配布し、活用方法をご説明させてい

ただいております。 

また、県内では、三原市と東広島市がこのエンディングノートに記入された内

容を補完するために「終活情報登録事業」に取組まれておられます。今後も引続

き他市町の事例などを調査・研究し、高齢者の皆様が安心して相談いただける体

制づくりと支援サービスの構築に努めてまいります。 

○ ９ 番 （ 松 尾陽 子 ）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  ９番  松尾 陽 子議 員。  

○ ９ 番（松 尾 陽子 ） 先 ほど の ご答 弁 の中 で 、終 活 相 談 の 支 援 を 実 施 さ れ

て い る と い うご 答 弁が ござ い まし た。相談 件数 は ど れ く ら い あ っ た で し ょ

う か 、 お 伺 いい た しま す。  

○ 福 祉 課 長 （和 泉 美智 子）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  福祉 課 長。  
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○ 福 祉 課 長 （ 和 泉 美 智 子 ）  世 羅 町 の エ ン デ ィ ン グ ノ ー ト に つ き ま し て 、

終 活 ノ ー ト の配 布 は平 成 31 年 度 から 行っ てお り ま す が 、 こ れ は 積 極 的 に

皆 様 に 配 布 をす る もの では ご ざい ま せ ん。窓 口 に 終 活 等 に 関 す る ご 相 談 に

来 ら れ た 際 に配 布 をさ せて い ただ い て お り ま す が 、そ の 件 数 、配 布 冊 数が

325 冊な って お りま す。  

○ ９ 番 （ 松 尾陽 子 ）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  ９番  松尾 陽 子議 員。  

○ ９ 番（松 尾 陽子 ） 325 冊 とい うこ とは 325 人の 方 が 終 活 の 相 談 に 来 ら

れ た と い う こと に なり ます よ ね 。や っ ぱり 終活 と い う こ と に 関 し て 、皆さ

ん 関 心 が 高 いの で はな いか と いう ふ う に 思 い ま す。先 ほ ど の ご 答 弁 の 中 で 、

ア ド バ ン ス・ケア・プラ ンニ ン グ の 普 及と いう ご 説 明 が ご ざ い ま し た 。こ

の ア ド バ ン ス・ケ ア・プラ ンニ ン グ と い うの がす ご く わ か り に く い か と思

い ま す の で 、この ご 説明 を少 し 具体 的 に 、ど うい っ た こ と な の か と い うと

こ ろ を ご 説 明い た だけ れば と 思い ま す 。  

○ 福 祉 課 長 （和 泉 美智 子）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  福祉 課 長。  

○ 福 祉 課 長（和 泉 美智 子） この ア ドバ ンス・ケ ア・プ ラ ン ニ ン グ 、Ａ Ｃ

Ｐ と 呼 ん で おり ま すけ れど も 、厚 生 労 働 省 が 2018 年 に そ の 愛 称 を 「 人 生

会 議 」とし て 普及 啓発 をし て お る も ので ござ い ま す 。こ の ア ド バ ン ス・ケ

ア・プ ラン ニン グ は、命 の危 険が 迫 った とき に 、医 療・ケ ア を 自 分 で 決 め

ら れ な く な る事 態 に備 えて 、人 生 の最 期ま で自 分 ら し く 生 き る た め の 意 思

決 定 支 援 を 目的 と して 作ら れ たも の で ご ざ い ま す。  

○ ９ 番 （ 松 尾陽 子 ）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  ９番  松尾 陽 子議 員。  

○ ９ 番（ 松尾 陽 子） あ りが と うご ざ いま した 。そ の Ａ Ｃ Ｐ 、ア ド バ ン ス・

ケ ア・プラ ン ニン グと 、また ち ょ っ と 少 し 似 た 感じ の リ ビ ン グ・ウ ィ ル と

い う 言 葉 も ござ い ます けれ ど も、これ は延 命治 療 な ど を ど う い う ふ う に す

る の か と い うこ と をき ちん と 登録 す る か、書 い て お く と い う 事 前 申 請 書 み

た い な も の です け れど も、そう い った もの を利 用 し な が ら こ の エ ン デ ィ ン

グ ノ ー ト を 作っ た りと か、終活 に 対し て進 めて い く と い う こ と が ご ざ い ま

す 。こ の東 広 島市 では 、本年 ２ 月 か ら 、ま た 三 原 市 で は 本 年 ５ 月 か ら 終 活

情 報 登 録 事 業を 開 始を され て いま す。先ほ ど課 長 の ご 答 弁 の 中 に も こ の 説

明 が ご ざ い まし た 。  



29 

 

原 則 65 歳以 上 で身 寄り がな い か、 近 く に 頼 れ る 親 族 が い な い 市 民 が対

象 で 、登録 は 無料 で 行わ れて い ます 。こ の事 業は 今 後 も 導 入 さ れ る 自 治体

が 増 え て い くも の とい うふ う に考 え ま す 。1 日 も 早 い 実 現 に 向 け て ご 検 討

い た だ き た いと 思 いま す。  

そ れ では 次 の質 問 に移 らせ て いた だ きま す。  

一人暮らしの、身寄りのない低所得者の高齢者が本人の意思を誰かに伝えるこ

となく亡くなった場合、亡くなった後の遺品や住居については、誰が費用を出し

てどのように処理するするのか。この課題解決のための事業が、「エンディング・

サポート事業」です。横須賀市で、衝撃的な出来事がありました。ある１人の高

齢男性が自宅で亡くなりました。市は特段供養などはせず、市のお金によって早

急に火葬し、遺骨は市の無縁納骨堂に納めました。ところが、後日、その方の遺

書が見つかりました。そこには、「私は、死亡の時、15 万円しかありません。火

葬、無縁仏にしてもらえませんか。何卒お願いいたしますと書いてあったそうで

す。 

 「本人の尊厳を守る」というという事を考えた時、市の職員たちは、「本人が

元気なうちに、市が本人の思いを聞いていれば、望みどおりの葬送を実現できた

のではないか」「市民が亡くなったのに、生前、何の希望も聞いておかなかった

ばっかりに、死後、本人の思いとは、無関係に、無縁納骨堂に納める。こういう

ことを繰返していいのか。いいはずがない。」と痛切に感じたそうです。 

 横須賀市では、この出来事がきっかけとなって、「エンディング・サポート事

業」が始まりました。 

 この「エンディング・サポート事業」事業の概要ですが、①として事業要件に

該当する市民が低額、これは生活保護法の葬祭扶助費に納骨費用を含めた金額で、

火葬から納骨までの希望の葬送を市と協力葬祭事業者が連携して実現させるプ

ランをまず立てます。本人は事業者と「死後事務委任契約」を結び、費用を事業

者に生前あらかじめ納めておきます。契約後、市と協力業者は、安否確認をし続

けます。 本人の死後は、葬儀社とともに市の職員が納骨などを見届けるという

ものです。 

 また、このエンディング・サポート事業は民間の業者を圧迫しないために、事

業要件には５つの条件が付けられています。①点目として低所得である。②点目

には資産、預貯金が少ない。③点目に頼れる家族がいない。④点目に高齢である。

または、障がいがある。⑤点目に横須賀市民である。こういうものです。 

 このようなエンディング・サポートがあれば、冒頭でお話した方も、もっと違
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った最期を迎えられたのではないかと思えてなりません。 

 一方で、「親族義務」を強化すべきだといった意見もあるようですが、はじめ

にも述べましたが、そもそも死後の対応を何でも親族に頼るということ自体が難

しくなってきています。時代を元に戻すことはできません。まずは本人が元気な

うちに、本人自身の思いを行政としてもしっかり聞いて、亡くなった後、その想

いをサポートすれば、本人の尊厳を守れるのではないでしょうか。本町でも終活

情報登録事業とあわせ、エンディング・サポート事業を実施すべきであると考え

ますが、見解をお伺いします。 

○ 福 祉 課 長 （和 泉 美智 子）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  福祉 課 長。  

○ 福 祉 課 長（ 和 泉 美智 子） ３点目の「本町においても「エンディング・サポ

ート事業」を実施すべきであると考えるが、見解は」についてお答えをいたしま

す。 

独り暮らしで身寄りのない高齢者など、死後の手続きに不安を抱いておられる

方が多くいらっしゃることは認識をしております。ご紹介いただきました横須賀

市の事例をはじめ、自治体が行う終活支援について幅広く情報の収集に努め、葬

儀等に関する生前契約の支援なども含め、関係機関からのご意見などもお聞きし

ながら、世羅町としてどのような取組みが可能となり、効果的で効率的なものと

なるのか検討してまいります。 

○ ９ 番 （ 松 尾陽 子 ）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  ９番  松尾 陽 子議 員。  

○ ９ 番（松 尾 陽子 ） 世 羅町 で もエ ン デ ィ ン グ ノ ー ト を 作 ら れ て い る と い

う こ と で 、私も 1 冊 先日 いた だ きま し たけ れど も 、三 原 市 の エ ン デ ィ ング

ノ ー ト も 取 寄せ て みま した 。三 原 市は エン ディ ン グ ノ ー ト と い う 名 前 で は

な く て 、「 未 来 ノ ー ト 」 と い う ふ う に 名 前 を 付 け ら れ て お り ま し た 。 世 羅

町 と 三 原 市 と の 違 い と い う の が ど こ な の か な と い う ふ う に 私 も ず っ と 見

て い た ん で す け れ ど も 、 私 の 個 人 の プ ロ フ ィ ー ル 、 情 報 と い う と こ ろ で 、

名 前 で あ り ます と か、生 年月 日 であ りま すと か 、住 所 と か 本 籍 と か 、そ う

い う と こ ろ は 一 緒 な ん で す け れ ど も 、 三 原 市 の も の に は メ ー ル ア ド レ ス 、

パ ソ コ ン の パス ワ ード 、それ か ら 携 帯 電話 の番 号 と パ ス ワ ー ド 、タ ブ レッ

ト の ア ド レ スと パ スワ ード 。そ う いっ たも のが き ち ん と 明 記 で き る よ う に

な っ て お り ます 。今、高 齢者 の 中 で も 、パ ソ コ ン を 使 わ れ た り と か タ ブ レ

ッ ト を 持 っ てい ら っし ゃる と か、携帯 電話 を持 っ て い ら っ し ゃ る 方 も た く
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さ ん い ら っ しゃ る かと 思い ま す。  

亡 く なっ た とき に 一番 に問 題 にな る のは 、携 帯電 話 を 解 約 し よ う と 思っ

て も 携 帯 電 話自 体 が開 けな い とい う こ と が 、か な り 問 題 に な っ て お り ま し

て 、こ う いっ た もの もき ちん と 登 録 を して 伝え る と い う こ と は 非 常 に 大 事

で 親 子 で あ って も 、お母 さん の 携 帯 電 話の 開き 方 が わ か ら ん 、パ ス ワ ード

が わ か ら ん とい う こと が結 構 ある よ う で す 。特 に 今 は 電 子 マ ネ ー と い う か 、

そ う い う も のも 携 帯の 中に 入 って い た り と か 、そ う い う こ と も あ り ま す の

で 、世 羅町 の この エ ンデ ィン グ ノー ト の 中 に も 、こ う し た 情 報 を 登 録 す る 、

書 き 込 む よ う な こ と が 必 要 に な っ て く る の で は な い か な と い う ふ う に 思

い ま す 。 そ の点 に つい ては い かが で し ょ う か 。  

○ 福 祉 課 長 （和 泉 美智 子）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  福祉 課 長。  

○ 福 祉 課 長（ 和泉 美智 子 ） 議 員 ご 指 摘 の と お り 、個 人 情 報 が 多 数 格 納 さ

れ て い る パ ソコ ン やス マー ト フォ ン、また 記憶 媒 体 と い っ た デ ジ タ ル 遺 品

の 廃 棄 や ネ ット 開 設し たサ イ トの 閉 鎖 、サ ブス ク の 解 約 、こ う い っ た もの

で ご 遺 族 が サー ビ ス提 供元 に 連絡 を し 、解 約 の手 続 き を 行 う 必 要 が ご ざ い

ま す 。これ に は大 変 苦労 され て いる と いう こと の お 話 も 、多 々 お 聞 き をし

て お り ま す 。  

福 祉 課 と い た し ま し て も 、 先 進 的 な 三 原 市 等 、 他 の 自 治 体 に な ら っ て 、

現 在 あ る 終 活ノ ー トの 再編 を 考え て い き た い と 思い ま す 。  

○ ９ 番 （ 松 尾陽 子 ）  議長 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  ９番  松尾 陽 子議 員。  

○ ９ 番（松 尾 陽子 ） 横 須賀 市 では 、同居 家族 の い な い 高 齢 者 が 緊 急 搬 送

さ れ た 際 に、終 活情 報と して 登 録 し て いた 親族 の 連 絡 先 を 伝 え る こ と で 入

院 が で き た り 、エ ン ディ ング・サ ポー ト 事業 と終 活 登 録 事 業 を 併 せ て 利用

す る こ と で 、本人 が 意識 のな い 状態 で 入院 した 際 、病 院 か ら の 問 い 合 わせ

に 対 し て 、リ ビン グ・ウ ィル 、延命 治 療 や ケ ア の 希 望 な ど 生 前 の 意 思 表 示

を 伝 え る こ とが で きた ため 、本 人の 希 望通 りに 終 末 医 療 が で き 、亡 く なっ

た 後 は 契 約 し て い た 葬 儀 会 社 で 葬 送 す る こ と が で き た と い う ふ う に お 伺

い を し て お りま す 。  

横 須 賀市 の よう に 高齢 者が 安 心し て 人生 の最 期 を 迎 え ら れ る よ う 、終 活

情 報 登 録 事 業と エ ンデ ィン グ・サポ ー ト事 業の 1 日 も 早 い 実 現 を 強 く 要 望

し て 、 こ の 項目 の 質問 を終 わ りま す 。  
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○ 町 長 （ 奥 田正 和 ）  はい 。  

○ 議 長 （ 髙 橋公 時 ）  町長 。  

○ 町 長（奥 田 正和 ） で は最 後 まと め させ てい た だ き ま す 。松 尾 議 員 がい

ろ い ろ と ご 提 案 い た だ き ま し た 他 市 町 の 事 例 を 挙 げ て い た だ き ま し た よ

う に 、やは り いわ ゆる エン デ ィ ン グ 、自 分 の 死 後 の こ と も 考 え て 、い ろ い

ろ と 他 人 様 に 迷 惑 を か け な い よ う に し よ う と い う 一 つ の 尊 厳 と い う 部 分

と 、ま た自 分 のこ れ まで の生 き た証 と とも に 、ま た き ち っ と 整 理 を し てお

く と い う 、一 つ流 れを です ね 、町 と し て も し っ かり 支 援 を し な が ら 、そ し

て い ざ 何 か あっ た 際に は 、そ う いっ た 情報 を基 に 、そ の 方 の こ れ ま で の思

い を 大 切 に しな が ら進 めて い く必 要 が あ ろ う か と思 い ま す 。  

終 活 にお い ても 、ま たそ うい っ たサ ポ ー ト そ れ ぞ れ に お い て も 町 だ けで

は で き な い 部分 も ござ いま す 。多く の 方の そう い っ た 情 報 、い ろ い ろ と入

れ て い く 中 で は そ う い っ た セ キ ュ リ テ ィ の 部 分 も 一 つ 大 切 に し な が ら や

っ て い く 必 要が あ ろう かと 思 いま す 。  

高 齢 者の み なら ず です ね 、い つ 何 が あ る か わ か ら な い 。い ざ 、家 族 に不

幸 が あ っ た 場 合 に は 窓 口 に お い て か な り 混 乱 を さ れ て い る 親 族 の 方 も た

く さ ん い ら っし ゃ いま す。そう い った とこ ろも 丁 寧 に 説 明 を さ せ て い た だ

き な が ら 、高 齢者 に 限ら ずと い った と ころ も含 め て で す ね 、町 と し て もし

っ か り そ う い っ た 手 続 き が き ち っ と 行 え る よ う な 仕 組 み を 築 き 上 げ て い

か な く て は なら な いと 感じ て おり ま す 。  

 

○議長（髙橋公時） 次に 授乳室の設置と授乳室に「搾乳できる」の表示を 

９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。物品の持ち込みについてこれを許可

しております。 

○９番（松尾陽子） 産後の母親の中には、「赤ちゃんが入院中」であったり、「産

後すぐに仕事に復帰した」などの事情により、外出先などで自ら母乳を搾る「搾

乳」が必要な人がいます。 

 かつての私もそのひとりでした。次男は羊水混濁で吸引分娩によって生まれま

した。出産後の検査で感染症の疑いがあるということで、急遽保育器に。私は、

1 週間で退院できましたが、息子はまだしばらく病院に残ることになり、搾乳し

ては冷凍して病院に届けました。 
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 赤ちゃんに授乳しない場合でも、母体では母乳が作られるため、定期的に「搾

乳」する必要があります。母乳がたまった状態を放置すると、痛みが生じたり、

乳腺が詰まって乳腺炎を発症する恐れもあります。また最悪の場合には母乳が出

なくなってしまうこともあります。 

 多くの人が利用する施設には、赤ちゃんにミルクをあげることのできる「授乳

室」の設置が進んできていますが、授乳室で「搾乳」ができることについては、

まだ一般の理解が進んでいません。 

 かつての私のように、入院中の赤ちゃんに母乳を届けるために、自分で定期的

に母乳を搾る必要のあったあるお母さんは、一人で授乳室で搾乳をしていた時に、

「赤ちゃんが一緒にいないのに、一人で一体何をしているの」と、さも目的外利

用しているかのような心ない言葉を投げつけられたことがあるそうです。 

 また産後に職場復帰をする女性にとっても、職場で安心して搾乳できる場所の

確保や周囲の理解が課題となっています。 

 本町では、現在、役場の庁舎にも、子育て支援課のある保健福祉センターにも、

残念ながら授乳室はありません。町内の商業施設などにもほぼ授乳室はありませ

ん。 

 女性が出産後安心して社会参画ができ、健康に活動するためにも、社会全体が

出産後の女性の健康管理について正しく理解し、公共施設や職場、商業施設にお

いて、安心して授乳や搾乳ができる環境を整えることが重要であると考えます。 

そこで、奥田町長にお伺いいたします。出産や子育てへの支援を充実するため、

まずは庁舎内に授乳室を確保し、授乳やおむつ替えはもちろん、必要な方が安心

して搾乳できる環境づくりに取組むべきと考えますが、町長のご所見をお伺いい

たします。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 答弁前に失礼します。先ほどの項目にこのことについて訂

正とお詫びを申し上げます。『授乳室の設置と授乳室に「搾乳（さくにゅう）で

きる」の表示を』に訂正させていただきます。失礼いたしました。 

 それでは答弁をお願いします。町長。 

○町長（奥田正和） それでは松尾議員の２問目にございます。授乳室の設置と

授乳室に搾乳できるの表示をのご質問にお答えさせていただきます。議員おっし

ゃられますように現行政、世羅町役場についてはですね、そういった施設をきち

っとした措置ができていない状況ございます。 

さまざまな大きな施設に行きますと、もちろん授乳室がある場所もありますけ
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れども、なかなか搾乳という考えについては、私どももそういった思いが普段な

かったというところは反省しているところでございます。議員おっしゃられるよ

うに、就業の部分、きちっと育休が取れる場所もあれば、そうでない場所もあっ

たりしてですね、搾乳の機会を職場に求められることは多くあろうかと思ってい

るところでございます。安心してそういった我が子に対してですね、そういった

母乳を提供できるような形作りというのが必要であろうかと思っています。 

まず私に答弁を求めていただきました授乳室の設置と授乳室に搾乳できるの

表示について 1 点目、そういった環境作りに取組むべきであるというご質問でご

ざいます。 

現在役場庁舎内の授乳室はございませんが、今現状あるのはオムツ替えについ

て、1 階多目的トイレに 1 台ございまして、どなたでもご利用いただける状況に

はなってございます。 

出産をされた女性が赤ちゃんを連れての外出や、赤ちゃんが入院中など、さま

ざまな理由で授乳・搾乳を必要とするお母さんが、周りの目を気にせず、リラッ

クスして授乳、搾乳できる環境については、お母さんの心身の負担を軽減し、安

心して外出するために必要であると認識してございます。専用の授乳室、搾乳室

は難しくても授乳、搾乳をするためのスペースの確保などをしっかり検討してま

いりたいと考えておるところでございます。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） スペースの確保を検討すると、今、ご答弁ございました。

具体的にどういったことをお考えでしょうか。 

○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 

○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） 子育て支援からお答えします。現在の本庁舎に

おきまして、部屋の確保というのはなかなか、部屋の設置というものは難しい状

況でございますが、たとえば、今、Ｗｅｂの小さな会議室などがございますけれ

ども、子育て支援課で思っているのは、そこの会議室に小さな赤ちゃんが乗せら

れる簡易ベッドなどを持ち込むような対応も可能であるかなと思っております。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 是非、お願いいたしたいと思います。次に、本町における

現状についてお伺いをいたします。 
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○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 

○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） ２点目の「本町における現状は」についてお答

えいたします。 

子育て支援課が行う事業や子育て広場では、午前から午後にかけて行う事業が

ございます。その際には空いている部屋を確保し、仕切りや柔らかいクッション

マット、消毒液などをご準備し、授乳やおむつ替えなどを行っていただいており

ます。 

また、保健福祉センターにおきましても、授乳、搾乳ができる旨のお知らせを

行いながら、スペースの確保など引き続き子育て支援課で対応してまいりたいと

考えております。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 授乳、搾乳ができる旨のお知らせを行うというのは、この

ような授乳できるマークの表示ということでしょうか。それとも単に周知を図る

という意味でしょうか、その点についてお伺いいたします。 

○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 

○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） お答えします。この度、松尾議員のほうからご

指摘いただきまして、早速、搾乳できます、授乳できますのマークと、ご希望の

方は子育て支援課へお声がけくださいという表示を、子育て支援課の場所を表示

するものと、その看板にですね、お知らせするものに一緒につけさせていただき

ました。今までもお声がけいただければ対応はしていたところですが、周知のほ

うができておりませんでしたので、早速、取組まさせていただきました。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 早速の対応をしていただいたということで、大変感激して

おります。 

では、３問目に移らせていただきます。保健福祉センターの拡張工事をきっか

けとして、授乳室がこのたび設置されるというふうに聞いております。是非、そ

の授乳室に搾乳を可能とする、この搾乳ができるというマークの表示を設置して

いただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。 

○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 
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○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） ３点目の「保健福祉センターの拡張工事をきっ

かけとする、授乳室の設置及び搾乳を可能とする表示の考えは。」について、お

答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、授乳室の設置につきましては、保健福祉センター内の施

設改修、増築工事において整備していく計画としております。 

授乳、搾乳ともに子育て環境には大変大切なものでありまして、議員ご指摘の

点につきましては、実施の段階においての室名表示の方法に反映してまいりたい

と考えております。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 室名表示の方法に反映するということは、搾乳できるマー

クを設置していただけるという理解でよろしいでしょうか。 

○子育て支援課長（藤井博美） 議長。 

○議長（髙橋公時） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤井博美） 現在も部屋がないところでは表示しております

が、部屋ができましたら、もちろんどちらも搾乳も授乳もできますし、男性の方

のご利用も可ということで、表示したいと思っております。 

○９番（松尾陽子） 議長。 

○議長（髙橋公時） ９番 松尾陽子議員。 

○９番（松尾陽子） 大変前向きなご答弁をいただきました。新しく整備される

授乳室に必ず搾乳できるマークの設置をしていただきますとともに、現段階にお

いての授乳、搾乳スペース確保を検討することについてもご努力いただきますよ

う要望して、私の質問を終わります。 

○議長（髙橋公時） 以上で、９番 松尾陽子議員の一般質問を終わります。 

 

 次に 地域に雇用を創出し、人の流入と定着を ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 議長より発言の許可をいただきましたので発言をさせてい

ただきます。 

まず、秋の実りの季節を迎え、町内のあちこちで稲刈りに追われ、忙しい毎日

を過ごしておられる方も多いと思います。今年もこうして、収穫の喜びを分かち
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合えるのは、地域の皆様のたゆまぬ努力のおかげと思っております。改めて感謝

の気持ちをお伝えしたいと思います。そんな実り豊かな季節に、本日は町のこれ

からについて一般質問をさせていただきたいと思います。 

それでは早速、項目 1、地域に雇用を創出し、人の流入と定着をであります。

質問の要旨、「サテライトオフィスの誘致」と「二拠点居住の推進」、そしてそれ

らを通じた人口戦略と地域再生の在り方、交流人口の増加について、町の見解を

伺います。 

わが国全体が直面している「少子高齢化」や「人口減少」という構造的な課題

は、地方の将来にとって極めて深刻です。特に本町のように自然と農業資源に恵

まれた地域においては、人と企業の新たな流れをいかに呼び込み、つなぎとめる

かが、地域の持続可能性に直結する重要課題となっております。 

そうしたなかで、本町が現在進めておられるサテライトオフィスの誘致は、単

なる「企業を呼ぶ」取組みにとどまらず、都市部の人材や情報、そして新しいラ

イフスタイルを地域に呼び込む起点として、極めて大きな意味を持っていると私

は考えています。 

特筆すべきは、前回の産業建設常任委員会で言われておりました。町が従来の

「箱もの主導」から脱却し、企業のニーズや行動様式に即した柔軟な対応へと舵

を切られた点でございます。企業にとっての「自治体との連携」ではなく、「自

由で快適な拠点」としての環境づくりを重視される姿勢は、極めて現代的で戦略

的であると高く評価をしております。この動きは、言い換えれば、「企業誘致の

先に、関係人口や定住人口をいかに生み出していくか」という、人口施策と経済

施策の交点とも言えます。 

また、関連して、都市と地方の２つの拠点を行き来する「二拠点居住」への注

目が高まっており、本町においても、豊かな自然や人とのつながりを求めて、滞

在を希望される都市住民との関わりが生まれつつあると感じております。 

政府が進める「デジタル田園都市国家構想」の理念を体現するように、本町が

働ける田舎、つながれる田舎としての可能性を育てていくためには、サテライト

オフィスと二拠点居住を一体で捉え、空き家活用や通信インフラ整備なども含め

た地域戦略が求められると考えます。 

そこで、以下の点について町の所見をお伺いいたします。 

（１）町内での働き口が少ないことにより、進学後に町へ戻らない若者や、就職

のために転出せざるを得ない若者が多くいる現状について、町はどのように課題

を認識しておられるのか伺います。 
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○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 上本 剛議員の地域に雇用を創出し、人の流入と定着をの

ご質問にお答えをさせていただきます。 

まず議員おっしゃいましたように、町の施策としてですね、二拠点というとこ

ろもありますけれども、さまざまなサテライトオフィスを含めた起業される方々

の誘致をですね、進めているところでございます。以前にも申し上げましたが、

100 人働く場の工場誘致というのはなかなかできない。となると、今回光ファイ

バ整備等も含めた 100 人の方の起業家といったところの、また世羅町を選んでい

ただけるような状況を作っていく必要もあろうかというふうな思いもしており

ます。 

前々からベッドタウン構想ということで、世羅町に働き場所がない場合は、近

隣市町への通学・通勤という形で、そういった補助制度もいろいろ設けさせてい

ただいております。またそれについても拡充等のほうもですね、いろいろご意見

を賜ってきたところでございます。 

そんななかで先般、昨日ですか、たまたまちょっとお話を聞いたのがあるんで

すけれども、今、世羅町に家を構える方が多くいらっしゃるといったところ。特

に団地が一つできまして、そちらのほうに 14 軒立つそうです。こちらに住まわ

れる方の状況を見ますと、世羅を選んで世羅に住みたいという方もいらっしゃれ

ば、世羅で農業をしているんで、よそから通ってくるのが大変だから、世羅に家

を建てて、世羅に住んで農業をすると言ってくださった方もいらっしゃったそう

で、空き家バンクというよりも、もう既に自分の住む家をですね、新築しようと

いう思いに至ったそうでございます。結構そういった点が今後進んでいけばとい

うふうにもちょっと嬉しく思っているところでございますし、また前々から世羅

をインターネット等で見ていたといった方がですね、これまで他の市町で働いて

いたと。他の市でですね、大きなところで。前々から世羅に関心持っていたんで、

世羅で働きたく思ったというので、世羅にそういった職場を求めて来たんだとい

う方もいらっしゃいまして、本当嬉しく思っています。そういったイメージ的な

もので、選んでいただいたものもあります。自然の中でしっかりですね、自らが

しっかり職というところよりも、自分の生活を行いたいという、そういった方が

おっていただくところがまた大きな一つの関係人口を含めた、そういったＰＲの

関係になるかと思っているところでございます。 

1 点目ちょっと長くなりましたけれども前置きが。町内での働き口が少ないこ
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とにより、進学後に町へ戻らない若者や、就職のために転出せざるを得ない若者

が多くいる現状について、町の課題認識について、お答えさせていただきます。 

 本町における人口減少の要因は、死亡による自然減少や町外への転出などでご

ざいますが、中でも、若者が進学後に戻らない、また就職のために町を離れると

いう現状は、非常に重要な課題として認識しているところでございます。 

 こうした状況が続くことにより、町全体の活力が失われるだけでなく、労働力

不足による地域経済の衰退、地域の担い手不足などさまざまな分野において問題

が生じると考えております。このような課題に対応するため、総合戦略を通じて

仕事の場の創出や若年層の定住のための通勤助成などの支援も行い、若者の地元

回帰の促進に取組んでいるところでございます。 

○８番（上本 剛） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） なかなか若者が帰ってくるのは難しいと思うんですが、そ

のなかで通勤助成されていると。これはなかなか良い施策であったと私は思って

おります。いろいろな質問もさせていただきました。それ以外にですね、取組み

の中で特に効果があった事例や今後更に工夫しなくてはいけないというものが

ありましたらお答えください。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。ご質問につきましては、今世羅町

で行っております若年者遠距離通勤助成以外に効果のあった施策はというご質

問かと思っております。 

若年者ということで限ったことではございませんが、世羅町で移住定住施策と

して行っております空き家・空き地バンク制度、これにつきましては近年は少し

契約の成立件数が少なくなっている傾向もございますが、若年者のご相談も一定

数あるところでございます。併せまして、現在、第３次まちひとしごと創生総合

戦略を策定中でございます。ここの総合戦略の中に、若者の地元回帰の促進を目

指すということを目指し、現在総合戦略策定中でございまして、今後は移住者施

策に加えてＵターン促進の支援制度も検討している、そういった状況でございま

す。 

○８番（上本 剛） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 若者の皆さんが帰って来られるようにいろいろなことを考
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えていただきたいと思います。そしてまた空き家のことに関してはですね、また

次に、質問させていただきますので、次の質問にまいります。 

（２）新たに見直されたサテライトオフィス誘致事業について、企業が拠点を

開設した場合、それが地域への定着や定住促進へ確実につながるためには、どの

ような支援策や仕組みが必要であるとお考えでしょうか。また、通信インフラや

交通利便性、空き家の分布状況など、現状の条件を総合的に踏まえ、町内のどの

エリアに企業拠点を戦略的に誘致すべきとお考えか。地域バランスの観点も含め

てお示しください。更に、これまで誘致企業や外部専門家から寄せられたご意見

には、具体的にどのようなものがあって、それらをどのようにサテライトオフィ

ス事業に反映してこられたのか、町のこれまでの取組みと今後の方向性について

伺います。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） ２点目「サテライトオフィス誘致事業について」

のご質問にお答えいたします。 

 企業が拠点を開設された後、それが地域に根付き、働く人々の定住へと確実に

つながるためには、単に「場所を提供する」だけでなく、人と人とのつながりを

生み出す支援が不可欠だと認識しております。 

 具体的な支援策としましては、商工会などと連携し、地域住民そして町内企業

との交流が重要と考えております。たとえば、地域のイベントへの参加を促した

り、互いのビジネス課題を解決するためのビジネスマッチングを支援したりする

ことで、企業が地域との接点を増やし、地域の一員として溶け込めるよう支援し

てまいります。 

 町内のどのエリアに企業を誘致すべきかにつきましては、町内全域で光インタ

ーネットサービスが提供されているという強みを活かしまして、特定のエリアに

限定するのではなく、企業の多様な要望に応じた場所で事業展開ができるよう支

援してまいります。 

これまでの誘致企業や外部専門家から寄せられたご意見につきましては、特に

多かったのは「コロナ禍でリモートワークが一般化した結果、企業は必ずしも物

理的な拠点を地方に置く必要がなくなった」という意見でございます。 

このご意見を受け、町は「箱もの」ありきの発想から「まずは町の課題解決の

ため、業務委託も視野に入れ、企業との関係性を深め、誘致につなげていく」と

いう新たな取組みを進めてまいります。 
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○８番（上本 剛） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） ちょっと聞いて残念な点があったのですが、後でちょっと

質問させていだきます。地域のですね、イベント参加や交流促進というものはい

いとします。企業のですね、従業員の方々がおられますので、企業には従業員の

方々がおられます。その方々が世羅町に来ていただいたときに、たとえば住宅支

援とか子育て環境の整備、交通の利便性の改善など定住を後押しするための具体

的な支援メニューがはっきりと明記されれば、世羅町を誘致先に選んでもらえる

のではないかと私は思うんですが、今後そのような展開というものはないんでし

ょうか。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） お答えいたします。定住に向けましては、子育て

支援メニューとかそういったところをですね、各課のほうでも講じておりますし、

またそういうものをホームページ等でもお示ししているところでございますが、

商工観光課としましても、そういったものを総合的に提供できるように、努めて

まいりたいと思います。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） サテライトオフィスの誘致のときにですね、そういうこと

をしっかりと明記していただければ企業の方も世羅町はいいとこなんだなとい

うことでわかっていただけると思いますので、是非とも明確に明記していただけ

ればと思います。そしてですね、答弁の中でありました、まずは、町の課題解決

のために、業務委託も視野に入れてという答えがございました。残念だなと思っ

たのはまずは町の課題解決のために誘致企業は利用する。こういう考えではいけ

ないということを前の産業建設常任委員会ではしっかりと言わせていただいた

と思うんですが、そこで変わったなというふうに思っていたんですけど、またこ

のように戻ってきました。企業というものはですね、誘致するのでしたら、町の

ためじゃなくてやっぱり企業は企業のためにやっていきますので、このような言

葉を付け加えていただくのはものすごく僕は残念な気持ちになります。この考え

を改めていただくという考えはございますか。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（山崎 誠） お答えいたします。この業務委託についても視野

に入れてと言いますのは、まずサテライトオフィス誘致に取組む中でわかってき

ましたことは、企業が持っているいろんなノウハウ、それを地域課題の解決に、

是非使いたいと。そういったところが企業とのマッチング、そういうマッチング

イベントにも参加する中で、町と企業の思いが一致する、そこを見出すと。そこ

で企業が是非世羅町で、その企業の取組みを発揮しよう。また、世羅町の課題は

こういうものですよというところでマッチングした中で、事業を進めていく中で、

新しく縁を作っていく。その縁をもとに、その企業も世羅町のほうへ進出してい

ただくと。そういう流れが非常に有効であるという認識に基づくものでございま

す。必ずしも業務委託を先行してという思いではございませんので、そういう思

いでございます。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） ここで何回も同じこと言っても駄目なんですけど、町の課

題解決のために企業を使うんじゃなくてですね、企業さんが来ていただくために

は、企業の側が使いやすい町にしていかないといけないんです。町の課題解決す

るためにマッチングとかってよく言われるんですけど、私マッチングの意味がよ

くわからないですが、町の課題を解決するために企業を使って誘致するわけでは

なくて、企業が世羅町に来たいから、来ていただいて、起業をしていただく、仕

事をしていただくという形にしないと、そのマッチングを待っていたんでは、な

かなか進みませんので、その辺の考えを改めていただいて、町の課題解決ありき

ではなく、企業寄りのほうで考えていただければいいなと。前の産業建設常任委

員会のときにはそちらのほうに寄っていたんじゃないかなというふうに私は受

け止めておったんですが、今回聞いてちょっと残念な点があったと思いますので、

そこら辺をよく考えていただいて、サテライトオフィス誘致事業に生かしていた

だければありがたいなと思います。それでは３番目にまいります。 

二拠点居住は、移住よりもハードルが低く、法律の施行やリモートワークの普

及により注目されています。町においても、交流人口の拡大や定住促進に向けた

重要な施策であると認識しています。 

二拠点居住の推進については、空き家の活用が、その推進の大きな鍵となると

考えます。町としても空き家バンク等を活用し、柔軟かつ積極的な対応が求めら

れるのではないでしょうか。 

そこで、二拠点居住を視野に入れた制度設計や空き家活用の具体的な方策につ
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いて、町の見解を伺います。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ３点目「二拠点居住を視野に入れた制度設計や空き家

活用の具体的な方策について、町の見解は」のご質問にお答えいたします。 

現在、世羅町の空き家・空き地バンク制度は、空き家等の情報を広く提供し、

利用希望者とのマッチングを図ることで、町への移住・定住による地域の活性化

の促進を目的に運用しているところでございます。現時点では二拠点居住に特化

した町の施策は行っておりませんが、二拠点居住の希望者につきましては、空き

家バンクと不動産業者の両方に物件登録されている物件であれば、所有者様のご

意向を最優先に考えたうえで、町の空き家バンク制度としてではなく、不動産業

者を通じて二拠点や賃貸などの契約をご検討いただいている状況でございます。 

二拠点居住は、関係人口の創出や空き家の利活用というメリットがある一方で、

住民票がない自治体での行政サービス利用や地域住民とのコミュニケーション

等の課題がございます。二拠点居住を目的とした空き家バンク制度の拡充につき

ましては、まずはニーズ把握や他自治体の事例研究等を進めてまいりたいと考え

ております。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 町としてはやってなくて、不動産を通してやっておられる

ということを聞いて、とても安心をいたしました。進んでいるのだなというふう

に感じます。そこでちょっと２点ほど質問させていただきます。まずニーズ把握

について、二拠点居住の推進には、利用希望者の実態やニーズを把握することが

不可欠だと思います。町としてもアンケートやモニター事業といった形で調査を

進めてはいかがかと思いますが、その点についてどうお考えかと、他自治体の事

例についてですね、既に二拠点居住に力を入れておられます自治体も見受けられ

ます。町としてもそういった事例を参考にできる部分があるのではないかと考え

ます。 

現段階で注目されている取組みや、参考にしたい自治体などがありましたらお

答えください。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。まず 1 点目の利用希望者のニーズ、
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モニター調査をされてはどうかというご質問でございます。先ほどニーズ調査と

申しましたのは議員おっしゃってくださいましたように、二拠点居住の利用希望

者のニーズ調査もそうですが、地域の方のニーズ調査と言いますのは、世羅町に

おきましては空き家バンク制度を活用しているんですが、空き家バンクを運用し

ている中で、やはりその空き家のある地域におかれましては、一緒に世羅町に住

んで一緒に地域を盛り上げていただきたいという思いを持っておられる方が多

いのではないかというふうに思っております。また、先ほどのご答弁でも申し上

げましたように、全国でもいろいろなトラブルが起きている状況も把握している

ところでございます。トラブルというのは、二拠点居住者のたとえばごみの収集

であったり、育児サービスの利用といった納税をされていない自治体での、こう

いった住民サービスの利用については議論があるところでもございますし、また

二拠点ということで住まわれている期間が短いということもございまして、地域

の方とのコミュニケーション不足によるトラブル、こういったことも散見される

部分がございます。また最終的に結局家を放置され、また空き家に戻ってしまう

といったような状況も見て取れるというふうに考えております。 

こういった状況もございますので、まずはニーズ把握というのは地域の方のニ

ーズであったり、また利用希望のあった方については聞取りによるニーズ調査を

してまいりたいというふうに考えております。 

２点目の他自治体で参考にしている場所はあるかというご質問でございます

が、現在のところ二拠点居住を先進的に行っておられる自治体で注目している自

治体であったり、参考にしたいと思っている自治体は現在のところはございませ

ん。ただ一方で先ほども申し上げておりますように、いろいろな問題がある中で、

国としてもこの二拠点居住に注目をされているというのは、私どもも承知をして

いるところでございます。国が推奨するのであれば、こういった住民サービスの

利用といったところの公的な仕組みを整備し、きちんと納税義務を果たした上で

住民サービスを受ける仕組みであったり、そういったところを国としても今後考

えていかれるのではないかと思っておりますので、国の動向も注視してまいりた

い、そのように考えているところでございます。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 大変難しい点もあるということで理解しました。それでは

４番目にまいります。 

それでは４番目、農山漁村振興交付金の条件達成を考えますと、町内の宿泊者
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数は目標を大きく下回っている状況にございます。 

この状況が続くと、今後の農林水産省の交付金獲得に影響を及ぼす可能性がご

ざいます。 

宿泊者数を増やすためには、冬季や平日の宿泊、早朝や夜間の体験プログラム

を組み込んだ滞在型観光などの誘致戦略が重要と考えますが、町として何か具体

的な施策をお持ちか伺います。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） ４点目「宿泊者数を増やすための具体的施策をお

持ちかについて」お答えいたします。 

 町内の宿泊者数は、令和６年の統計調査では 24,117 人で、新型コロナまん延

期の頃の数値と比べますと約 1.5 倍となっております。 

 町におきましては、令和６年度から観光振興補助金メニューを新たに創設しま

して、観光事業者が実施されるイベントなどの支援を行っております。そのなか

には、閑散期である冬期や夜間における観光コンテンツ開発に係るものが含まれ

ております。 

 令和６年度には、この補助金を活用して、町内観光事業者が、冬期での夜間に

おける取組みを実施されました。 

 また、観光庁の補助事業による夜間の観光コンテンツ開発が町内観光事業者に

より行われ、夜から早朝にかけての宿泊を絡めた旅行商品が造成されたところで

ございます。 

 また昨年度に引き続きまして、今年度の観光庁の補助事業においても、冬期に

おける夜間のコンテンツ開発が実施される見込みでございます。 

 町といたしましては、宿泊を伴う夜間及び早朝の体験プログラムの開発に対す

るサポートなどをはじめ、引き続き観光振興補助金による観光事業者への支援を

実施してまいります。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） たくさん言っていただいたんですが、ちょっとよくわから

なかったので、質問を何点かさせていただきます。 

まずですね、農山漁村振興交付金の条件達成目標というものがございまして、

それには宿泊者数がですね、3 万 1757 名とされております。コロナ蔓延のときと

比べると 1.5 倍となったと言って喜んでいただいておるんですが、それよりもで



46 

 

すね、目標達成が 3 万 1757 人なのにですね、令和６年度の実績は 2 万 4117 人と

お答えいただいております。ですので 7640 人不足しております。このままでは

ですね、今後農水省の補助金確保に支障をきたす恐れがありますが、町としてど

のように対応されるのか伺います。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） お答えいたします。ちょっと補助金の絡みとは少

し離れるかもしれませんけれども、宿泊者数を増やすという取組みは観光消費額

についてなかなか従来から低迷しておる状況が続いております。それを向上させ

るうえでも宿泊者数、夜間早朝の観光の取組みを進めることは、観光消費額の向

上につながるものと考えておりますので、とりわけ宿泊者数の増加につきまして

は、町としましてもしっかり取組んでまいっておりますし、今後も取組んでまい

る所存でございます。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 年間 7640 名足りておらんと。これは目標達成ができてな

いということで農水省の補助金確保に支障をきたすということを聞いておりま

す。町としてはどのように対応されるのかお聞きします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ご質問の農林水産省の補助金でございますものに関し

ましては、企画課のほうで活用させていただいておりますので、企画課のほうか

らご答弁申し上げます。 

今、ご質問をいただいております農山漁村振興交付金に関しましては、３つの

指標を提示した上で農林水産省のほうにご採択いただいて活用させていただい

たところでございます。 

令和５年度に採択を受けておりますので、令和６年度以降３年間について、こ

の目標値の達成状況を確認をされているところでございまして、先ほどご質問い

ただきましたとおり、令和６年度の実績値については、宿泊者数の部分が足りて

いない状況でございます。当該この交付金にかかりましては、３年間目標の達成

状況の確認をされるというふうに先ほど申しましたが、もしも３年先の令和８年

度の達成が未達成の場合は、引き続き農林水産省のほうから達成状況の確認が引

き続きあるというふうに聞いております。現状もさまざまに全国のいろんな自治
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体がこの交付金を活用されておられますが、この交付金に限りましては目標が達

成されるまで状況の確認があるというふうに伺っております。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 目標達成まで 7640 名。あと一息というか、二息というか、

たくさんの人がまた来ていただかなければならないんですが、それを達成するま

で国が待っていただけるんですね。なかなか寛大な部分があるんだろうと思いま

した。それでですね、先ほど商工観光課長のほうからお答えいただいた文章がで

すね、私読み取れなくて、ちょっとよくわからないんで教えていただきたいんで

すが、私がこの 7600 名を埋めるのにどうすればいいかなと考えていたところ、

グランピングという方法があるかなと思ったんですが、昨今、新型コロナの蔓延

の頃が終わりまして、キャンプブームが終わってなかなか難しいんだという話を

聞きました。それでなかなか難しいんだなというふうに感じております。そこで

今、答えられた中身につきまして、もう少しわかりやすくお答えいただきたい。

補助金をですね、活用した冬季夜間の取組み、観光庁の補助金事業で造成された

商品、旅行商品など具体的にどのようなものがあったのか、教えてください。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。                 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。                 

○商工観光課長（山崎 誠） お答えいたします。６年度におきましては、花観

光農園は冬季は花がない時期でございますけれども、それを夜間に来場いただこ

うということでライトアップの事業を取組んでいただきましたし、それに申請に

つきましても町として支援をしたところでございます。また今年度におきまして

は、梨の農園のほうに防蛾灯がございますけれども、それを冬のシーズンにも活

用した取組み、そういったところが採択されまして進めておるところでございま

す。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） それは国の事業ですか。補助ですか。はい。それは単年の

補助ですかね。はい。   

それでしたら、やっぱり単年でしたら、そうした 7000 人を埋めるために今一

生懸命頑張っておられますので、令和８年度は町のですね、お金をつぎ込んで有

意義な取組みにしていただきたいと思いますので、お願いですので予算化をして

いただいて継続して、国の分は 1 年で終わるんでしょうから、継続して予算化し
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てやっていけたらいいなと思います。是非とも、この 7000 何人でしたっけ、7640

名の枠をですね、どうにかして埋めていっていただきたい。これは課を超えてや

っていただければありがたいなと思います。 

では５番目まいります。サテライトオフィスや二拠点居住、宿泊客の増加は、

デジタル田園都市国家構想が掲げる「地方にしごとを作り、人を呼び込む」とい

う理念の具体化そのものであります。つきましては、町としてこの分野に重点を

置き、いかなる期間を目標として実際の成果を挙げていかれるのか、お伺いいた

します。  

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ５点目の「サテライトオフィスや二拠点居住、宿泊客

の増加という分野において、町として、いかなる期間を目標として実際の成果を

挙げていかれるのか」について、お答えいたします。 

 町では、現在、令和８年度から５年間を計画期間とする世羅町第３次まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定を進めております。次期総合戦略では、「産業振

興を通じ、若い世代が楽しく働ける環境づくり」を重点戦略の一つとして位置づ

け、就労環境や住環境の充実を図り若者に選ばれるまちづくりを目指すことを基

本戦略として考えており、創業者数や観光消費額などを重要業績指標とし具体的

な成果を挙げることを目指しております。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 次期総合戦略において、創業者数や観光消費額を重要業績

指数として設定されているところでございますが、町としての目標は、創業者数

が７人、観光消費額が 3900 万円とされております。今回いただいたまち・ひと・

しごとの分ですが。しかし過去の実績を大きく下回っております。この状況を踏

まえ目標達成に向けて、どのような施策や具体的な支援を行い、また進捗をどの

ように検証していくのか、町のお考えをお聞かせください。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） まち・ひと・しごと総合戦略の関係の観光の部分

につきまして、数値につきましてご質問いただきましたのでお答えいたします。 

次期計画におきます数値目標につきましては、確かに若干下方修正という形で

させていただいております。ある意味現実的な取組みを着実に進めまして、ある
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意味高すぎる目標でなく、きちっとした取組みを進めまして、着実にクリアでき

る数値目標として設定をさせていただいたものでございます。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） ちょっと的外れな答えでしたのでびっくりですね。創業者

数７名と、観光消費額 3900 万円。これ多分全然足りてないことないですか。今

年というか今まで。それをどうやって埋めるかっていうことを聞きたいんですけ

ど。 

○商工観光課長（山崎 誠） 議長。 

○議長（髙橋公時） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山崎 誠） お答えいたします。実際のところ計画に達してい

ないという現状でございます。計画の観光振興につきましては、現在第２期の計

画を進めておりますけれども、これも併せまして中身を見直しを行いまして、中

の取組みの方針につきましてもブラッシュアップをしまして、また、現在観光振

興補助金、先ほどお話しましたけれども、そちらのほうも当初の計画から見直し

を行いまして、観光事業者様とやり取りをする中で、実情に即した、また事業者

様にとって取組みやすい内容に改正をして取組みを進めておりますので、これを

引き続き実施いたしまして、実のあるものにしていくところでございます。 

○８番（上本 剛） 議長。 

○議長（髙橋公時） ８番 上本 剛議員。 

○８番（上本 剛） 目標達成が全てではございませんので、地域が良くなる、

町が良くなるために一生懸命頑張っていただければと思います。そして最後にで

すね、本日お伺いしたサテライトオフィス事業や二拠点居住、宿泊者数の増加な

どの施策はいずれも地方に仕事を作り人を呼び込むというですね、デジタル田園

都市構想の理念の具体化です。 

町の活性化にとって極めて重要な取組みであると認識しております。今後は各

施策の具体的な目標を明確にしてですね、施策の間の連携や進捗を検証していく

ことで、より実効性の高い成果につなげることが求められると。町におかれまし

ては、計画的かつ効果的な実施を図られるよう期待して私の質問を終わります。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 議員からおっしゃられましたように、こういった企業誘致

であったり、若者の世羅を選んでいただく、そういったところ。また観光におい
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ても消費額を伸ばしていくさまざまな施策については、次年度からのですね、戦

略をいろいろと組み立てを行い、また議会へもしっかり説明をしながら進めてい

きたいと考えております。 

やはり企業からも選んでいただける町でなくてはならない。確かに交通の利便

性であったり、就業をしていただける方々もですね、しっかりマッチングという

流れだけではなくて、やはり企業としても企業理念が結構あると思います。この

世羅をいかにうまく世羅にいてこそ企業として成り立つ、生業ができるというと

ころをしっかりですね、そういった町としてもウェルカムな状況、地域としても

ウェルカムな状況でないとお互いの経営戦略については進んでいかないものと

思っております。 

さまざまな二拠点居住される芸能人とか結構あちこちで見受けられます。そう

いったところがですね、しっかりＰＲのこともされております。世羅を選んでい

ただけるような、そういった若者であったり、また、よく近頃はネットでさまざ

まに成功されている方がですね、各所において活躍をされています。世羅もです

ね、そういったところで選んでいただけるように、取組みをしていきたいと考え

ております。議員からもいろんなご提案、今後においてもしていただきながら共

に町を良くするための議論を進めていければと考えておりますので、また今後に

おいてさまざまなご提案をいただければと考えております。 

○議長（髙橋公時） 以上で、８番 上本剛議員の一般質問を終わります。 

ここで昼休憩といたします。再開 13 時、午後 1 時からとさせていただきます。 

 

休  憩 １１時４７分 

再  開 １３時００分 

 

○議長（髙橋公時） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。午前中に引き続き

一般質問を再開いたします。 

次に、持続可能な農業の実現は、１番亀田 知宏議員。 

○１番(亀田知宏) 議長。 

○議長（髙橋公時） １番 亀田知宏議員。 

○１番(亀田知宏)  それでは議長より発言の許可をいただきましたので、通告

に基づき質問させていただきたいと思います。 

今日、明日で台風が広島県に最接近するという情報で、稲作をしている私も、

田んぼのほうに悪影響が出ないかという心配をしておりますが、出ないことを祈
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りつつ、一般質問させていただきたいと思います。 

項目 1、持続可能な農業の実現はということで、質問の要旨ですが、町は持続

可能な農業の実現を目指し、今の施策もそうですが、新たな施策も推進し、担い

手支援に努められていると思います。 

しかし、現在の農業は、気候変動、担い手不足、高齢化、獣害など、大変に厳

しい環境に置かれております。そこで、我が町の農業の今後をお伺いいたします。 

質問まず一つ目。先日、政府が米の増産に舵を切る方針を表明しました。減反

政策から始まった米の生産調整をやめ、耕作放棄地の拡大を食い止めることや、

輸出の抜本的な拡大に全力を挙げるということですが、現段階で何も出てない状

態なので大変難しい答弁になると思いますが、現段階での町としてどのように受

け止められているか、考えをお伺いします。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 亀田知宏議員の持続可能な農業の実現についてのご質問を

お答えさせていただきます。 

国の政策もそうですけれども、町といたしましても、基幹産業である農業をし

っかり守り、また育て、そして発展していくためにはさまざまな努力が必要だと

考えているところでございます。 

現状では米の買取価格高止まりという、高くなっている状況いろいろと情報い

ただきますけれども、このまま上がり続けていくものなのか。それともまた増産

に踏み切る中でですね、価格はどう展開していくのか、ちょっと農家としても不

安な面もあります。これまでの物価高騰、さまざまなものありますし、担い手不

足等、既に水田をですね、耕作放棄地になったところ、また、なおかつ園芸作物

への転換をしていただいた家庭もございます。そんななかで、現状水田に戻すと

言ったときにですね、かなりな努力もいりますし、もう水田に戻らないような農

地もたくさん見受けられます。 

現状再生協議会のほうでもいろいろと数値を出していき、７割という形の部分

での生産を行っていただいていましたが、実際のところ数値もいくらか米のほう

へ移行され、ＷＣＳまた飼料米等のほうが減額となり、米のほうへ展開されたと

いうことも伺っているところでございますが、なかなかですね、この増産、一度

には増産というわけにはいかない部分がたくさんあろうかと思います。 

町の受け止めに対するご質問いただいておりますので答弁させていただきま

す。 
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 政府が減反政策から米の増産へと方針を転換し、耕作放棄地の拡大防止や輸出

促進を進めることは、食料安全保障の観点からも重要な取組みであるとは認識し

てございます。しかしながら、本町は中山間地域に位置をし、平らな農地は限ら

れており、条件不利な農地で小規模に営農する農家が多いのが実情でございます。

そのため、大規模な増産や輸出対応を直ちに進めていくことは容易ではございま

せん。 

こうした厳しい条件のもとでも、地域の農業を守り持続させていくためには、

単なる増産ではなく、ブランド化や高付加価値化による差別化、農地の有効活用、

また小規模農家でも取組める省力化技術の導入や機械の共同利用等の工夫が欠

かせないと考えております。広島県、ＪＡ等と連携をしながら、国の補助事業を

最大限活用しつつ、町の実情に即した形で農業の維持と振興を図ってまいる所存

でございます。 

○１番(亀田知宏) 議長。 

○議長（髙橋公時） １番 亀田知宏議員。 

○１番(亀田知宏) 私も現段階で急な大規模な増産や輸出など対応は難しいの

ではないかと考えております。 

答弁のほうにありました中山間地域という要因以外にも増産に舵を切るには

担い手不足の影響もあると考えております。そういった観点から、中山間地域以

外での増産も容易ではなく、政府の発表はちょっと農業の実情からちょっと離れ

ているのではないかと考えているところです。 

しかしながら、この方針のもと、国は新たな農業政策を打ち出してくると考え

ます。町としてこの産業を守っていくためにも、今まで以上に国の動向、県の動

きを注視し、今まで以上に連携をとっていただき、町の実情に即した農業の支援

を展開していただきたいと考えております。そこで次の質問に行きます。 

（２）持続可能な農業を目指すために、町は農林業振興対策事業でさまざまな

支援を展開されています。そこでこの事業、一部の改定がございましたが、効果

が薄まってきているような事業もあると感じております。そこでこの事業の大幅

な見直しなどを考えられているか３点ほどお伺いいたします。 

１.担い手不足の対策のためにもスマート農業に力を入れていくことは必然と

考えます。支援事業の拡大や拡充などのお考えをお聞きします。 

次にニューファーマー支援事業は町が注力されていますが、これも見直しが必

要な時期にきていると感じております。更新するお考えはありますか。 

３つ目、気候変動により豪雨も増えていますが、農業においては今年のように
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渇水も大変心配されます。対策事業として支援する予定はございますか。以上、

お願いします。 

○産業振興課長（住田谷保） 議長。 

○議長（髙橋公時） 産業振興課長。 

○産業振興課長（住田谷 保） ２点目の「農林業振興対策事業の見直しの考え

方」についてお答えいたします。まず、スマート農業でございますが、こちらに

ついては本町では令和４年度から農林業振興対策事業として位置付け、昨年度ま

での３年間で延べ 22 件の申請をいただいております。また、約 1590 万円の補助

を行ってまいりました。これはですね、作業を機械化するということでございま

して、導入されたものにつきましては、たとえばドローンでございますとか、ラ

ジコン式の草刈機、また農機自動操作システム、光選別機等でございまして、こ

れは労働時間の短縮やコスト削減に一定の効果を上げていると認識しておりま

す。 

今後につきましては、これまでの活用実績や効果をしっかりと検証するととも

に、日々進化・開発が進んでいるスマート農業の機械や技術の動向も踏まえまし

て、補助内容を柔軟に見直してまいりたいと考えております。併せまして、国や

県の支援制度を最大限に活用しながら、町内の農業の持続と発展に資するスマー

ト農業の普及拡大に努めてまいりたいと考えております。 

続きましてニューファーマー支援事業の見直しについてお答えをいたします。

本町では、平成 28 年度から「ニューファーマー支援事業」を実施し、これまで

に一定の成果を上げてまいりました。令和４年度には、国の新規就農者対策の動

向を踏まえ、要綱の一部改正を行い、農業法人や認定農業者の担い手育成・定着

を図っておるところでございます。 

しかしながら、集落法人の高齢化、担い手不足は解消されておらず、経営基盤

の持続性や労働力確保が大きな課題となっております。本事業だけでは十分に対

応しきれない部分も見受けられると思っております。 

このため、これまでの導入実績や効果を検証するとともに、今後また国や県の

施策の動向、更に地域の集落法人等の今後の在り方や雇用環境の変化も踏まえま

して、既存制度を補完し得る新たな支援の仕組みの導入についても視野に入れ、

事業の見直しを検討してまいりたいと考えております。 

次に、渇水等に対する支援策についてお答えをいたします。近年の高温、特に

今年でございますが、少雨、または局所的な豪雨、これはもはや一時的な異常気

象ではなく常態化しつつあると思っております。今後、農業用水の安定確保につ
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いても例年の課題となるのではないかと危惧しておるところでございます。 

このため町といたしましては、議員ご指摘の懸念を念頭に置きまして、農業者

自らが水源を確保する取組みへの支援策を国・県の渇水対策も踏まえながら模索、

検討をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 

○1 番（亀田知宏） 議長。 

○議長（髙橋公時） 1 番 亀田知宏議員。 

○1 番（亀田知宏） 答弁ありがとうございます。まずスマート農業のことにつ

いてお伺いします。スマート農業の普及拡大の必要性はご理解いただいているの

はよくわかりました。補助内容を柔軟に見直すとのことですが、ドローンやラジ

コン草刈機などの導入支援だけではなく、技術支援、こちらのほうは現段階では

どのような状態になっていますか、お伺いします。 

○産業振興課長（住田谷 保） 議長。 

○議長（髙橋公時） 産業振興課長。 

○産業振興課長（住田谷 保） お答えをいたします。現在のスマート農業に関

しましては、特に機械化につきましては今ご説明をしたとおりの申請等を受付け

ております。技術支援のほうでございますが、こちらは県のほうと、あと農協で

すね、ＪＡさん等と連携をしておりまして、新しいやり方、特にでございますが、

ブドウ振興とかですね、そういったところ。それから併せましてこちら書いてな

いんですが鳥獣害被害の対策も支援の一部としまして、技術支援の一部としまし

て対応しておるところでございます。 

○1 番（亀田知宏） 議長。 

○議長（髙橋公時） 1 番 亀田知宏議員。 

○1 番（亀田知宏） スマート農業と言われるものは定義みたいなものですけれ

ども、ロボット技術以外にもＩＣＴを活用し、先端技術を活用することで超省力

化、高品質な生産を実現することとありますが、たとえば今でも、世羅町内でも

法人さんで、このＩＣＴ技術を活用されてデータ管理をされている法人さんもい

くつかいらっしゃいますし、データ収集がその後の分析でより良い品質のものを

作れるということがあります。これを町として、こういうデータを促進、デジタ

ル技術を農家さんに促進して、そのデータを町のほうで収集し、より良い指導が

できるようなことを私は考えますが、その辺の考えはいかがでしょうか。 

○産業振興課長（住田谷 保） 議長。 

○議長（髙橋公時） 産業振興課長。 

○産業振興課長（住田谷 保） 今おっしゃいましたデータ等の収集でございま
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すが、現在特に決まったものとして収集はしてない状態でございます。しかし、

議員おっしゃいますように、せっかくかけたものでございますので、そういった

収集をして他の農業者へそういったことを広げていくということは非常に大切

と思っております。ですから今後につきましては、そういった技術を広めていく

ことにつきましては普及所等、それからさっき言いましたＪＡさんとかこういっ

たところとも連携をしながら前向きに検討していきたいと、このように考えてお

ります。 

○1 番（亀田知宏） 議長。 

○議長（髙橋公時） 1 番 亀田知宏議員。 

○1 番（亀田知宏） よろしくお願いいたします。次にニューファーマー支援事

業の見直しについて質問したのですが、一定の成果を上げているという、これは

私も存じておりますが、今後も現場、法人、個人の農家さんの意見を丁寧に作り

上げて、答弁にあったように、実績や効果をしっかりと本当に検証していただい

て、新しい施策を展開していただきたいと思います。 

 そして３つ目、渇水対策なんですが、今年は梅雨明けが早く降雨がない状態が

長く続き、稲作に大変な影響を与えるところでしたが、ギリギリ何とかなったよ

うなところも、我が町では感じておりますが、現段階で渇水対策、具体的と言い

ますかこのようなことを考えているような事業がもしあれば教えていただきた

いです。 

○産業振興課長（住田谷 保） 議長。 

○議長（髙橋公時） 産業振興課長。 

○産業振興課長（住田谷 保） これにつきましては、今年度いろんなところか

らご意見を伺っておるところでございます。情報も他市町へ確認をしたりしてい

るところでございました。一部新聞で報道されておりますように、三原市におか

れましては、取水ポンプの補助事業をしているということをお聞きをしておりま

す。しかしですね、それだけでは水がない状態のときにポンプを買っても具体的

な対策にはならないのかなという懸念がありました。県のほうにも問い合わせを

したんですけれども、県のほうも同じような取水ポンプの補助事業というのを考

えるようなことが考えられているという回答でした。しかし先ほど言いましたよ

うに、町としましては水がないときの状態のポンプを買っても有効性がないんじ

ゃないかということがありますので、今後これにつきましても他市町、また国や

県の補助事業等の要望等を考えさせていただきまして、あと皆さんの農家の方の

ご意見もお聞きしまして、何か対策ができることがあれば行っていきたいと、こ
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ちらにつきましても前向きに検討させていただきます。 

○1 番（亀田知宏） 議長。 

○議長（髙橋公時） 1 番 亀田知宏議員。 

○1 番（亀田知宏） 大変水田稲作にとっては、水は大変大切なものですので是

非とも進めて行っていただきたいと思っております。その渇水対策の延長線にあ

ると思うんですが、今県の指導所も力を入れてらっしゃる乾田直播という技術。

乾田直播というのは、田んぼを畑状態にしてその上に直に種もみをまいて、現在

主流なのは、発芽した後に水を張って育てていくというやり方なんですけれども、

こういった事業がこれからは必要になってくると思うんですよね。人手も足りま

せんし、まず苗を作って管理する時点で大変労力がかかっていくので、町として

こういう乾田直播の推進というか、受止めはどのように考えておられますか。 

○産業振興課長（住田谷 保） 議長。 

○議長（髙橋公時） 産業振興課長。 

○産業振興課長（住田谷 保） 先ほど議員のほうからありました乾田地に直播

きをしてですね、田んぼを作るというやり方でございますが、今年初めてそれを

聞きまして、実際に話を作っている方に聞いたことはございませんが、今まだ検

討課題のところがたくさんあると考えておるところです。 

水が最初の田んぼ、代かき等することがなくて、非常に作業は早い。それから

植付けを機械、田植え機、これにつきましても買わなくても別なものでできると

いうところから、経費等につきましてもかなりの削減ができるというお話は聞い

ております。しかしその後の水の管理がですね、本当にできるのかどうかという

ところが疑問がありますので、これにつきましても検討等をしまして、実際やら

れたところのご意見等を聞かせていただきまして、今後検討していきたいと、こ

のように考えております。 

○1 番（亀田知宏） 議長。 

○議長（髙橋公時） 1 番 亀田知宏議員。 

○1 番（亀田知宏） 確かにこの技術は難しい部分もあると思いますが、実際今

もう西大田地区のほうで、もう数年前、５年以上、ちょっとはっきり覚えていま

せんが、からもうやられてまして、結構もう成功という言い方はどうかと思いま

すけど、順調に生育している状態があると。収量もほぼほぼ変わらないと今まで

の作り方と。多少落ちるらしいですけどそういう状態らしいんですよね。それを

現段階の技術ですと、やっぱり水はいるようなんですが、これ他県の事例ですけ

れども、水田、水稲といいましても全く水を入れない。乾田に直播きをし、その
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後一度も水を入れずに生産するという作り方が今、全国的に流行っているまでは

いきませんが、そういう農家さんも増え始めまして、やっぱこういう最新の技術

というか、もうしっかり町は勉強していただいて、もっと世羅町の農家さんに推

進していくような方向にされることを私は願っております。 

そういった新しい技術をとにかく導入して、この世羅の農業をしっかり維持し

ていくことを願って、次の質問にまいりたいと思います。 

質問事項３、有機農業についてお伺いします。安定した農業経営を目指すには、

世羅産の農作物のブランド力向上が大事になってくると考えます。たとえばです

けれども、農水省が支援に取組んでいるオーガニックビレッジという有機農業の

生産から加工、流通、そして消費まで地域ぐるみで取組む市町村を支援する事業

があります。こういった事業に取組む予定はございますでしょうか。お伺いしま

す。 

○産業振興課長（住田谷 保） 議長。 

○議長（髙橋公時） 産業振興課長。 

○産業振興課長（住田谷 保） ３点目の「有機農業等、ブランド力向上への取

組み」についてお答えいたします。 

 本町におきましては、持続可能な地域農業の存続・発展を目指し、町内の農業

法人や関係機関等で構成する「世羅町循環型農業推進協議会」を令和４年度末に

立ち上げ、令和５年度、６年度には国の「みどりの食料システム戦略推進交付金」

を活用し、水稲における減農薬や化学肥料の代替資材としての鶏糞の利用、キャ

ベツ栽培における防蛾灯を活用した害虫防除などに取組んでまいりました。 

 現時点で直ちに有機農業を町全体で進めるという段階にはないと考えており

ますが、こうした取組みに挑戦する農業者が地域を牽引し、結果として本町農産

物の付加価値やブランド力の向上につながるものと考えております。今後は協議

会を中心に、意欲ある取組みを後押ししつつ、関係機関や生産者と連携しながら、

持続可能な農業の実践とブランド力の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○1 番（亀田知宏） 議長。 

○議長（髙橋公時） 1 番 亀田知宏議員。 

○1 番（亀田知宏） 現段階で取組む予定はございませんと。私もそこまで有機

農業をやってくれと言っているわけじゃなくて、なぜ有機農業のことを引き合い

に出したかと申しますと、ブランド力の向上もそうですが、Ｉターンという新規

就農者の方は、Ｉターンで来られるような、特に有機農業に取組みたいような考
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えの方が多いと感じたからです。そのほかにも、有機農業というのは一定程度日

本国内でもやられている方がいらっしゃいまして、これってよく言われる富裕層

の方々にとても人気なんですよね。そういった意味でも、ブランド力向上には向

いているのかなという意味で質問に出させていただきました。 

現段階でも世羅町循環型農業推進協議会、こちらのほうでいろんな取組みをも

うされていらっしゃるということですので、こちらを中心に答弁にもありました

ように、次なるステップに進んでいきたいと私は願っております。 

いずれにせよ農業の持続性は大変に厳しい時代になっておると感じておりま

す。 

世羅町の農林業振興対策事業は今まではどちらかというと支援のほうの意味合

いが強いと私は感じておりますが、これからは農業の支援策も投資として考えて

いただいて、投資対効果、そういうのを考えた施策を打ち出していただきたいと

強く思いまして、この町の基幹産業である農業、これを守っていくためにも現状

に見合った施策を展開していただきたいとお願いしまして、私の質問を終わりま

す。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） さまざまな農業への展開を議員のほうからお示しをいただ

いたところでございます。議員おっしゃられるように、これから農業を基幹産業

として進めていくためには、守りからまた投資の、いわゆるさまざまな展開にチ

ャレンジする方々をしっかり応援しつつ、またそれぞれ地域によって差異はあり

ますけれども、農業に一生懸命頑張っていらっしゃる方のご意見も拝聴しながら

ですね、しっかり世羅の食材がどこ行っても喜ばれる。世羅ブランドとして今、

名を馳せているものの、まだまだ展開如何によっては所得へもつながり、また農

業への意欲、しっかりつながっていくものと思ってございます。 

一度にですね、いろんなことで取組むのは難しい部分もあります。しかしこれ

までも農業者からの意見をたくさんいただいています。議員がおっしゃられたこ

の（２）にありますような３点についてはですね、声も頂戴しておりまして、今

後においてもさまざま展開していくのに、先進的に取組まれているところをです

ね、いろいろまたご指導もいただきながら、他の事業者にですね、そういったと

ころが取組もうという意欲ある方へつないでいければと思いますし、町も支援は

これまでどおり、さまざまな面で考えていきたいと思っています。支援というの

が出しっぱなしではなくて将来的にはそれが町にというか他の住民にも戻って
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くる。そんな考え方を進めていく必要があろうかと思います。今、米ではかなり

世間が騒がしくなってきておりますけれども、やはり園芸作物に取組んでいただ

いている方というのはですね、さまざまな考えをお持ちでございます。そういっ

た農業者、本当素晴らしい意見をお持ちでございますので、先般も若手農業者の

方のご意見もいただきましたし、また、法人は法人なりにですね、まだまだ厳し

い状況を訴えられております。さまざまな展開するのに広く展開できるように、

また世羅として何をすれば良いのか、そういうしっかり目的意識を持って町もし

っかり頑張らさせていただければと考えております。 

○議長（髙橋公時） 以上で、１番 亀田知宏議員の一般質問を終わります。 

 

次に、「宇津戸臭気公害問題の決着は」 ２番 佐倉悠希議員。 

○２番(佐倉悠希) 議長。 

○議長（髙橋公時）２番 佐倉悠希議員。 

○２番(佐倉悠希) 議長より発言の許可をいただきましたので通告に基づき質

問いたします。 

 項目１ 宇津戸臭気公害問題の決着は。質問の要旨でございます。 

30 年以上にわたって続く宇津戸地区の臭気公害問題について、令和７年６月、

大洋ポーク株式会社より東部養豚組合第３牧場の閉鎖が発表され、一見すると一

定の進展が見られました。 

事業者側の説明によれば、臭気の主な原因は第３牧場にあるとされており、第

４牧場については事業を継続する方針とされています。しかし、第４牧場におい

ても、これまでに基準値を超える臭気が測定されており、問題の根本的な解決に

は至っておりません。 

これまで、「町外移転」や「2024 年６月までには臭いをなくす」といった事業

者の約束は、いずれも実現されず、住民の間には深刻な不信感が広がっています。 

世羅町は、悪臭防止法に基づき、住民の生活環境を守る責任を担っています。こ

の法律は、憲法第 13 条「個人の尊重と幸福追求権」及び第 25 条「生存権・健康

で文化的な最低限度の生活」と関係していると考えています。 

 町は、法令に基づいて、単に中立的な立場を取るのではなく、住民の立場に立

ち、改善計画の審査・受理にあたっても、住民の生活と権利を最優先に考える姿

勢で取組むべきと考えます。また、事業者に対しては必要な指導を行い、住民の

安心を守ることが必要と考えています。 

（１）臭気の原因の特定は 
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 臭気の原因を町はどのように認識しているのか、伺います。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 佐倉 悠希議員の宇津戸臭気公害問題の決着はのご質問に

お答えをさせていただきます。 

議員、最初質問の要旨にございましたように、長年にわたりこういった臭気公

害について悩まされている住民の方いらっしゃいます。町も寄り添う形で、さま

ざまな意見交換、また業者に対する指導、また措置などもこれまで行ってきたと

ころではございます。 

世羅町内には宇津戸に限らず、さまざまな臭気問題が結構存在してございます。

そういった点も各団体とともに、事業者に対していろんな臭気が起きない措置を

行うように予算措置をさせていただいておりますけれども、さまざまなことで寄

り添って進めている状況があります。 

第３牧場閉鎖というニュースが舞い込んできました。これは以前から、いっと

き６月 24 日という、その時間軸を基準として臭気をゼロにするという声が大洋

ポークまた東部養豚から上がってきた状況を受けて、町としても今後においては

臭気を出さないという約束事と認識してございました。その後にもまだ臭気があ

ったということで、私どもからですね、あってはならない。そういったこととい

うことをですね、新たな社長にもいろいろと話をしたわけでございます。そのな

かで閉鎖という一つの決断をしていただいたというのは、本当に前向きな考え方

と捉えております。というのもですね、今度は第４牧場がどうなるのかという住

民の方の不安がたくさんございます。議員もその協議の場に参画されまして、い

ろんなご意見を聞かれたことと思います。そういったところも町も危惧してござ

います。やはり措置している予算措置の中で、臭気解決、消臭剤等の部分が多い

わけでございますけれども、やはり施設もきちっと改善される中で、臭気をもう

出さないということを事業者にも、先般、訪問いただきました。というのが来て

いただいたんですけれども、その協議の場に出られる前に、私のほうでそこにつ

いてはきちっと釘を刺すような形の発言をさせていただいたところでございま

す。 

原因の特定のことでございますけれども、答弁書に書かせていただいておりま

す。町は良好な生活環境の確保を図るため、臭気指数測定や臭気調査などを通じ

た臭気状況の監視に努めるとともに、事業者への改善指導を行っているところで

ございます。こうした臭気指数測定などのデータや地域住民が記録をされていま
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す。臭気日報の分析、更には令和６年６月 24 日、先ほど申しましたこの 1 か月

間については、第３牧場の豚がいなかった期間の地域の臭気状況等踏まえまして、

臭気問題の主因といたしましては第３牧場から排出される悪臭によっていたと

考えているところでございます。しかしながら、先ほど来申し上げますように、

第４牧場においても臭気は出てございます。測定結果からですね。そういったと

ころをいかに臭気指数 15 という一つの数値ございますけれども、やはり住民の

方が困られないような展開を町もしっかり求めて今後も行きたいと考えておる

ところでございますので、またしっかり事業者ともお話を重ねながら、そして住

民の方の声をしっかり聞きながら前向きに取組んでいきたいと考えております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 第３牧場が主因と考えられた理由としては、臭気指数測定

などのデータ、地域住民が記録されている臭気日報の分析、第３牧場の豚がいな

かった期間の臭気状況等ということなんですけれども、これ具体的にどういった

内容で、どのように判断されたのか。またその臭気状況等の等というのは具体的

に何を示されているのか。詳しくお伺いします。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） お答えいたします。令和６年６月 24 日、昨年の６月

24 日からの 1 か月間というところの分析というところでございますけれども、一

番は６月 24 日以降、町民課、私なんですけれども、再々地域のほうを訪問して

地域の方々の意見、声というものを聞き取っております。そのなかで今の状態と

いうのは非常にいいと。もっと言えば、ある人によってはもうこの状態が続くん

であればもう解決といってもいいぐらいだというような声もいただいた状況で

ございます。そうしたところが一番のこの第３牧場が主因であると考えたところ

でございます。ただ、中に第３牧場の豚がいなかったにもかかわらず、匂いがし

たという声も頂戴いたしました。それについては、さまざま分析した結果ですね。

第４牧場の影響があるのではないかという、そういう判断をしております。ただ、

その間の第４牧場がですね、第３牧場の閉鎖ということに伴いまして、一時的に

非常に多い状態になっていた。そして、そのなかで最も悪臭の原因となる肥育豚、

この肥育豚が非常に増えていたということがございます。したがいまして、第４

牧場については平常通り通常の事業運営をされていればですね、臭気というもの

は非常に安定している、非常に低位な状態に置かれているであろうと、そのよう
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に結論を出したところでございます。そういったところで、第３牧場というとこ

ろを判断したところでございます。 

○２番（佐倉悠希） はい。 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 現状第４牧場のですね、臭気指数が基準値を超えている事

実についてはどうお考えですか。今後の対応も含めまして。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

町民課長（道添 毅） お答えいたします。第４牧場の臭気指数を超えたのが、

特に昨年の 11 月、そして本年令和７年の１月、３月というところが、大きく臭

気指数、規制基準値である 15 を超えております。 

ただこの要因といたしましては、町民課といたしましては、消臭剤、この薬品

臭による影響が大きいというふうに考えております。先ほど少し触れたんですけ

れども、第４牧場が一時的に頭数が増えた、そのことによって臭いが発生した。

それを踏まえて昨年の令和６年８月に場内立ち入りを行いました。その際ですね、

今後においてはそうした１次的な増頭というのは行わないということも聞いて

おりますけれども、更なる臭気対策強化ということで、消臭剤の変更、より強力

な消臭効果のあるものへの切替えを事業者のほうが考えている、そういったこと

を伺いました。この切替えが令和６年の 10 月の下旬ぐらいだったと思いますけ

れども行われました。その後の 11 月以降の臭気指数測定において大きな超過と

いうものを生じたところでございます。 

なぜ薬品臭と判断しているかと申しますと、議員も一度、臭気指数測定は立会

されたと思うんですけれども、毎回臭気指数測定には、町職員それから地域の役

員さん２人立会をします。そのときに臭気指数測定のとき、そこに立ち会った職

員、地域の皆様が臭いがするかどうかというのは確認をします。町民課のほうで

はそれを調査用紙のほうへ記入をしますけれども。先ほど申し上げた３回、超え

ているときの臭気の状態、我々としては匂いを感じておりません。地域の方々も

匂いがないということをおっしゃっておられます。そうしたなかで考えられる要

因としては薬品臭、そして臭気指数測定事業者のほうへも確認を取りましたら、

薬品臭がしますというようなことをおっしゃっております。これについては臭気

指数測定に正式にそういったことは文言化はされませんけれども、今申し上げた

ようにですね、臭気指数がこの間、非常に大きな規制基準値を超えた要因として

は、そういったことによるものというふうに判断をしておるところです。 
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○２番（佐倉悠希） はい。 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 基準値を超えた原因が薬品の影響だということなんですけ

れども、薬品の影響で正しい数値が測れないっていうことになると、測定の意味

は何なのかということを思うのと、私も測定に同行させていただいたときに感じ

たのは、その測定する地点では目の前で薬品が噴霧されているので、その影響で

臭いを感じづらくなっているんじゃないかなというふうに思いました。なので測

定地のすぐ近くよりかは 100ｍとか 50ｍ離れている地点のほうが、臭いが強いん

じゃないかなと思うんです。なので、目的としては匂いがしないようにっていう

のが目的なので、基準値というのはその匂いがしない数字なんでしょうけど、そ

れを正しく測れないというのは、結局人の鼻で臭いをかぐような測定しかできな

いという現状になっているんじゃないかなと思うんですけれども、その点につい

てどうお考えでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） まず臭気指数測定についてですけれども、これは測定

の基準というものが示されておりまして、敷地境界線から 10ｍ以内という定めが

ございますので、あまり離れたところでの測定ということはできないということ

になっております。それと先ほど薬品臭の影響というふうに申し上げましたが、

もちろん悪臭がある場合、強い場合ですけれども、それは臭気指数というものに

反映されます。 

必ず悪臭がすればですね、臭気指数は上がる。これは間違いありません。ただ、

臭気、悪臭がないときに、そうした別の要因の影響が出る可能性があるというこ

となんです。 

少し詳しく申し上げますと、今切り替えられた消臭剤というのが悪臭が出てい

ると、それを捕捉して分解して水になって落下するというような性質を持ってお

ります。これ塩素系のものなんですけれども。したがいまして、悪臭が放出され

ている場合は、それを補足して分解をする。ただ放出されている悪臭が少ない場

合は、当然その消臭剤が空気中に漂うという状況になります。気温が上がれば当

然蒸発するんですけれども、先ほど申し上げました 11 月、１月、３月というと

ころの朝ですね、これはなかなか蒸発が進まないということで空気中に漂う消臭

剤が増加をする可能性がある。それによって、臭気指数が高い数値を示したとい

うことでございます。 
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ただ、議員申されますようにですね、そうした薬品臭の影響が出ない測定とい

うのが望ましいというふうには、町も考えております。そのため、今の測定場所

の変更というものを、今、検討はしております。ただ、第４牧場の臭気測定ポイ

ントというのは平成 24 年度から一貫してあの場所で行っておりますので、デー

タの継続性、そうしたところからすればできれば変えたくはないというところも

ございますので、少し今の状況を注視しながら測定ポイントの変更等を含めて検

討してまいりたいと考えております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番(佐倉悠希) 先ほど私が申し上げました趣旨はですね、測定点を変えたほ

うがいいということではなくて、100ｍ離れた場所で臭うんだったら、現在の測

定値で基準値を超えてないと、その機械が機能してないということになるんでは

ないかということを申し上げたつもりなんですけれども、ですので言いたいのは、

現状の機械で薬品の影響を受けずに正しく測定できるように、改善されているの

かどうかというところがお伺いしたいんですけれども。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） そうですね、繰返しみたいになるんですけれども、正

しい測定はできております。当然、悪臭がする場合はそれは臭気指数として必ず

反映されてまいります。ただ、悪臭がないとき、或いは非常に小さいときにそう

した悪臭以外の要因によって臭気指数が高い数値を示すことがあるということ

であって、悪臭がする場合の臭気指数というものは、正しく測定されている、そ

のように認識をしております。 

○２番（佐倉悠希） はい。 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 令和６年の６月から７月の期間ですね。もう豚がいなかっ

た期間での判断ということになろうかと思うんですけれども、過去の研究でこれ

は県立広島大学の三好教授が行われた研究の資料の中に 12 月に第４牧場の臭気

が山を越えたと認められたという資料があるんですけれども、６月からの１か月

間の期間の調査で、第４牧場を臭気の主因として外しているのは、それで妥当な

んでしょうか、お伺いします。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 
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○町民課長（道添 毅） ６月の 24 日からの１か月間の状況、地域の臭気の状

況を確認して、先ほど申し上げたように第３牧場が主因ということを申し上げた

んですけれども、そのなかでピンポイント的に匂いがした日があったと。それに

ついては第４牧場の可能性があるということで、一時的に第４牧場の頭数が増え

ていた等々によるものであろうというふうに町民課が判断したと。第３牧場につ

いては、そうは言いましても来年３月末で豚が全て搬出をされ、来年の秋には閉

鎖というスケジュールで今、進められております。したがいまして町といたしま

しては、第４牧場について臭気の悪化を招かないように、今、改善指導を行って

いる状況でございます。 

○２番（佐倉悠希） はい。 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 私が先ほど申し上げたことはですね、第４牧場、たとえば

の話なんですけれども、第３牧場が閉鎖になりましたと。その次の年の 12 月に

なったときに、その町のエリアに、12 月はちょっと、三好教授の資料というのは

解釈はなかなか難しいなと思ったんですけど、私の解釈では、12 月は木の葉が落

葉していると。落葉しているために、たとえば５月だったら木に葉がついている

のでその吸着作用で、山を越えないんですね、匂いが。葉っぱが吸収するので。

12 月は落葉しているので吸収できずに山を越えて町にその匂い届きますとなっ

たときに、第３牧場を閉鎖したとしても、12 月になれば第４牧場の臭気が町のエ

リアに届きます。そういったところをどのようにお考えなのかっていうことを伺

いたいんですが。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） はい、わかりました。それについては、三好教授です

かね。論文のほうは、私のほうもあまりよく読んでいないので何とも言えないん

ですけれども、基本的に臭気は冬場は抑えられると言いますか、地域のほうでは、

冬場というのはあまり臭わないということをお伺いをしております。 

そのなかで先ほど議員申されたような状況の中で、第４牧場からの臭気が地域

へ行く可能性というものはこれは否定はできません。ですから、そうならないよ

うにですね、今のうちからと言いますか、第３牧場が閉鎖をする、だからもう第

４牧場は今のままでいいではなくて、今、講じられる臭気対策というものをです

ね、しっかり検討して、第４牧場だけになったときに、地域の臭気状況が悪化し

ないように、それが事業者の事業を継続していくための最低条件だというところ
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をしっかり事業者に認識をさせ、取組みを進めている、そういう状況でございま

す。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 是非ともですね、三好教授の研究資料、一読していただき

まして、またその上で住民の方と考えを共有していただければと思います。 

では（２）の質問でございます。改善計画書受理の判断基準は。これまでに事

業者から提出された改善計画について、町としてどのような判断基準に基づいて

受理されてきたのでしょうか。また、それらの計画には「計画を実施すれば臭気

が基準値内に抑えられる」という根拠が具体的に示されていたのでしょうか。 

頭数の調整を記載しただけのものや、効果が明確ではない対策であっても、対

外的な対応の意思を示していることをもって計画を受理してきたということは

ないでしょうか。審査における実効性の検証や根拠の確認がどのように行われて

いるかについて伺います。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） それでは「改善計画書受理の判断基準は」のご質問に

お答えいたします。 

 平成 31 年から令和元年にかけて悪臭物質の排出を減少させる措置として、悪

臭原因物を発生させている施設の運用の改善や悪臭原因物の排出防止設備の改

良などを求める勧告、いわゆる改善勧告を出しました。それに基づき、事業者か

ら、豚舎への細霧装置の設置や発酵処理施設の設置、頭数の削減などの計画が示

されました。その実効性の検証や根拠の確認につきましては、他の養豚場での導

入効果などを事業者から聞取り、行ったところでございます。 

 令和５年の改善勧告では、事業者が地域へ臭気をなくすと約束した令和６年６

月 24 日を勧告期限日として定め、全頭搬出後の場内徹底洗浄の実施等を求める

勧告を出しました。 

 この勧告により、勧告期限日に悪臭物質の排出がなくなることが明確となりま

した。また、再搬入にあたっては臭気の状況を確認しつつ行っていくことを地域

の方々とともに確認したことからも、実効性は担保されると認識し、受理したと

ころでございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 
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○２番（佐倉悠希） 他の養豚場での導入効果などを事業者から聞き取ったとの

ことですが、その具体的な内容と根拠は何でしょうか。 

他の養豚場とは地形条件が異なり、参考にならないとも聞くこともあります。

そういった点の補正や考慮は行っているのでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 議員おっしゃるようにですね、当然地理的要件と言い

ますか、さまざまな要件が宇津戸と全く同じというところはないというふうに認

識をしております。その上で、この東部養豚が属するグループは、これは全国に

養豚場があるわけでございます。特には鹿児島が一番大きな養豚場が集積してい

るところでございますけれども、そのなかでその地域においても、大なり小なり

臭気問題というものを抱えて事業運営をされている、そういう状況にございます。 

そこで導入をされた細霧装置等、それから消臭剤の種類、そういうものをその

グループ会社の中で共有しておられます。そしてその共有したデータに基づいて

これを導入することによって、一定程度臭気を抑えることができると。そういっ

た判断をされ、それを計画に示されたというところでございます。そういったと

ころを丁寧に聞き取る中で、それによって臭気指数がどのぐらい下がるというこ

とまではわかりませんけれども、それを導入すれば、この導入した牧場の臭気は

下がるだろうと、そのように判断したところでございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） そうですね、今のお話だとちょっとやっぱり根拠としては

弱いのかなと感じました。というのはこの問題をですね、解決している養豚場か

ら参考にするべきであって、同じグループの現状臭気の問題を抱えている養豚場

の、今の話で解決に至ってない事例なのかなと感じたんですけれども、そういっ

たところの情報を持って、それを計画として受理するというのはやはり根拠とし

て弱いんじゃないかなというふうに感じたんですけども、その点いかがでしょう

か。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 根拠として弱い可能性があるということですけれども、

やはりそうした臭気対策という部分においては、先進事例と言いますか、具体的

な導入事例というものが最も参考になるというふうに考えます。そうしたなかに
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おいて導入事例等ですね、具体的に聞き取るというところを丁寧に行っていくと

いうものが一つ重要ではないかというふうに考えております。 

実効性の部分なんですけれども、平成 31 年度から令和元年度にかけて改善計

画を出しました。職員が地域へ出向いて臭気実態調査、これ 1 年中毎週 1 回、行

っておりますけれども、概ね 50 回前後、弱ということになりますが、令和元年

度の臭気強度、我々が感じる強度ですね。で言うとこの臭気強度というのが０か

ら５までの６段階になっていますが、令和元年度においてはそれぞれのポイント

で臭気強度を測定し、その全体として、令和元年度は 1.2 という数字が出ていま

す。これは職員の数字です。令和６年度の全体の数字は 0.4 ということになって

おりますので、間違いなく下がっていることは言えるというふうに思います。３

分の１ということですけれども、地域の方々にいろいろお伺いする中で、やはり

地域の方々もですね、もう以前よりは遥かに良くなっている。これはもう皆さん

口を揃えておっしゃいます。ただ、まだ解決には至ってないという状況なんです

ね。ですからそれを解決と言える状況にどうやってしていくのか。そこが今後の

課題というふうに考えております。 

○２番（佐倉悠希） はい。 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 再搬入にあたってですね、臭気の状況を確認しつつ行うと、

先ほどおっしゃったんですけれども、現状としては依然として臭気が残っている

と感じています。 

これは結局のところ実効性が担保されてなかったのではないでしょうか。また、

住民の方にもしっかり確認が行き届いてなかったから現在の状況があるんじゃ

ないかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 結果で言えば、そうならざるを得ないかなというふう

には受止めております。この後も質問があるんであれなんですけど、実際は０に

なるわけですから、当然そこの臭気指数は０というか 10 未満が一番低い数字に

なります。10 未満になって豚が搬入される、頭数が増えるによって、それが 11、

12 になり、比例的に増加をしていくだろうと。それが 15 を超える状態になった

ときには一旦立ちどまろうと、そういうような確認をしていたわけです。地域の

方々もそうしていこうと。そのため、町の測定、月の初めに 1 回行っております

が、それだけでは少し間隔が開きすぎるということで、月の中旬のほうは事業者
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側が費用負担して臭気測定をするということで、概ね２週間に１回程度の測定を

していこうと。それで臭気指数を把握をする中で、豚の再搬入、これを適切に行

っていくという想定だったわけでございます。ただですね、これが豚の再搬入を

７月の 25 日から行ったわけですけど、その前の７月の 19 日だったと思いますが、

事業者の測定をしたら 15 を遥かに超えた。まだ豚はいない状態です。であるに

もかかわらず、そうした状態が生じた。地域のほうは特にその間、臭気は、臭気

環境というか生活環境は非常に良好だという状況が生まれたということで、非常

に難しいなと。臭気指数を基準に物事を進めていく難しさというものを痛感した

ところでございます。それ以降は、地域の臭気状況というものに軸足を置いて、

地域が悪くなったということがあれば、そこで一旦立ち止まろうということで軌

道修正したんですが、これについてもですね、令和６年の 11 月の下旬に役員会

を開いて意見を聞いたんですが、その 11 月の下旬の役員会においては、役員全

員の方がですね、今の臭気状況はいいと。特に問題ない。問題ないとはおっしゃ

いませんでしたけれども、良好な状態にあるということを述べられました。 

そういうことでいろいろ様子を見たんですが、年が明けたというか年末年始に

急激に悪化をし始めまして、今日に至っておるわけでございます。そういうこと

があってですね、なかなか段階的に増やしていくというところの難しさというも

のを感じたところでございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） ちょっと後の質問で話をしようと思っていたんですけど、

今ちょっと比例の曲線でとおっしゃったので話させていただくんですけど、そも

そも比例曲線じゃなくて、放物線の曲線だったということではないのかなと考え

ておりまして、これつまりその豚の飼養頭数と臭気の指数が、１次関数じゃなく

て２次関数で関連しているんじゃないかなというふうに考えておりまして、先ほ

ど豚がいなかったのに臭気があったというふうにおっしゃったのは、豚が０だっ

たのか、それとも少なかったのか。1000 頭から 2000 頭だったのか。それで意味

が変わってくるのかなと思います。また 11 月の時点ではですね、臭気は住民の

方は問題ないとおっしゃっていたが、年末年始で悪化したという点については、

これ先ほども申し上げましたけれども、第４牧場の臭気が町に届いていた可能性

があるんじゃないかなと改めて思ったんですけれども、その点いかがでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 
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○町民課長（道添 毅） まず７月 19 日の測定というのは７月 25 日から再搬入

ですから、19 日時点では豚はゼロということです。それから、年末年始のところ

の臭気これに第４牧場の影響があったのではないかということですけれども、こ

れについては、第３牧場の影響というふう考えております。と申しますのは、そ

うした声が非常に役員、それから地域から多く上がってきたということで、急遽

２月、２月のちょっと日にちははっきり覚えてはいないんですけれども、第３牧

場の立入りを行いました。その際ですね、特に肥育豚、豚が出荷になる前の一番

大きく育った豚舎ですけれども、その豚舎の周辺で強い悪臭が感じられたという

状況がございましたので、地域の悪臭の要因として、その肥育豚の悪臭。それか

ら糞等の集積する場所ですね、堆肥舎というんですが、その部分においても、肥

育豚ほどではないにしても悪臭が感じられたということで、その２つの要因が地

域の悪臭、環境悪化の一番の要因というふうに受止めております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 今のお話も正しい部分もあるのかもしれないんですけれど

も念のためですね、第４牧場の可能性もご認識いただければと思います。 

 第３牧場の閉鎖についてですね、町のほうで指導されて決定されたという話だ

ったんですけれども、これは事業者としては継続される、町が指導しなければ継

続されるご意向だったということでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） これはわかりません。町はですね、先ほど申し上げた

２月の立入りで、これはもう第３牧場の臭気が悪化している。まだ第３牧場につ

いては最大 6800 頭以内で頭数を抑えて事業を展開していくという方針でしたが、

まだまだ全然そこに至らないぐらいの頭数であるにもかかわらず、そうした悪臭

が放出される状態というのを確認しましたので、その２月の立入りの際に閉鎖も

しくは施設の抜本的改修、そのいずれかを選択していただく必要があるんではな

いかということを、町のほうから申し上げました。それがきっかけになったのか、

それとも事業者のほうがですね、そうした町からの要請如何に関わらずそういう

判断をされたのか、そこはわかりませんけれども、町としてはそこをはっきりと

事業者へお伝えをしたと、そういう状況でございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 
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○２番（佐倉悠希） やはり第４牧場もですね、課題として残っていると私とし

ては考えておりますので、そういったところも含めてですね、お伺いするんです

けれども、これまで臭気問題が解決に至っていなかったにも関わらず、改善命令

を出されていないのはなぜでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 改善命令というのは改善勧告を実施されない、実施さ

れないというか、一部分しか部分的にしか実施をしない、或いは全く実施しない

場合において初めて出すことができるというふうになっております。これまでの

改善勧告により、事業者が改善計画を示して改善対策を講じるということで、そ

の期間内にやることというのは明確になっていましたが、それはいずれもきちっ

と期間内に遂行された。それは我々も立入り検査の中で確認をしておりますので、

そういう状況の中では改善命令というのは出すことはできない、そういうことに

なっております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 今おっしゃった考え方がですね、私はちょっと疑問を持っ

ておりまして、これ丁寧な言語化が必要かと考えているんですけれども、本来で

すね、悪臭防止法に基づいて解決に至る計画として受理しなければ機能しないの

ではないかと思っています。 

先ほどのお話では同じグループの解決に至っていない事例を参考にして、その

計画を出される側の根拠に基づいた計画を受理されている。それは実施できる計

画を出されているんだから、それはその期間内には実施できるんだろうと。そこ

にですね、やはり客観的な裏付け、根拠がなければ、それは解決に至る計画とは

言えないんじゃないかと考えています。つまり、解決に至らない計画を受理して

しまえば、総体的に実施するにはハードルの低い計画ということになるかと思い

ます。本来あるべき形は、解決に至る計画を示して、それが実施できたかどうか、

それが一部実施できたかどうか。当然ハードルの高い計画になるわけなので、で

きないこともあり得ると。もしそれを期間内に実施できたら解決に至るというこ

とになるので、解決に至るか計画を実施できたかどうかというのを検証すること

が重要だと思ってます。もし実施できなかったのであれば、その時点で改善命令

を出すという流れになるはずです。 

それで改善命令がですね、罰則を受ければ企業側として、ブランドイメージに
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影響が及びますので対応としては変えざるを得なくなる可能性があります。その

結果として、問題の収束に繋がっていくのではないかと考えております。この点

はどのようにお考えでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 他の先進事例のところがですね、臭気問題がそれで解

決できてないか、それとも解決できたかというところは、それはわかりません。

解決できているのかもしれません。 

改善計画、臭気を低減させるさまざまな対策というものが改善計画に謳われる

わけですけれども、それで解決できる、できるという、そういう思いで事業者は

出してきております。それでは解決できないというものは、それは判断は難しい

と思います。事業者はそれで解決できるという判断で出してきている。それでは

足りないのか、それとも十分なのかというものは、それはやはり事後検証でない

となかなか判断はできないという状況でございます。悪臭防止法においても、改

善勧告を出して、その改善対策を講じてなお、規制基準値を超え地域の生活環境

が損なわれていると認められる場合はですね、再び改善勧告を出すということ、

これが悪臭防止法の中の、防止法そのものには明記はされておりませんけれども、

逐条解説という中にはそういったことも書かれております。 

したがいまして、一歩一歩改善、先ほど申し上げましたように対策を講じて地

域の環境というものは間違いなく改善はされております。ただ、解決等明言でき

る状況にまで至っていないというのが今日的状況ですのでこれをいかに解決に

結びつけるかというところで、日々、町民課としても取組みを進めている状況で

ございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 確かに 100％改善する計画というのは、現実的に難しいか

なとは思うんですが、先ほどのご答弁の中にその事例が解決に至ったかどうかわ

かりませんがとおっしゃったんですけど、そこは審査の時点で確認するべきじゃ

ないかなと思うんですよね。それすらできていないっていうのは審査が緩い証拠

なので、そういった計画をですね、実施した事業者の方の思いはあるんでしょう

けど、やはり住民の方からするとですね、長期化させたくないわけなので、そこ

はしっかり解決につながる計画を審査、受理していただきたいなと考えます。ち

ょっとその点についていかがでしょうか。ちょっと緩いんじゃないかなという、
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もっと何か客観的にですね、対外的にきちんと審査していますというような説明

ができるように審査しないといけないんじゃないかなと思うんですけれどもい

かがでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 結果論としてはそういった、もう少しというところの

今のご指摘というものはしっかり受止める必要があるというふうに認識してお

ります。その上で、最初の平成 31 年から令和元年の勧告に係る改善計画の部分

ですけれども、やはり効果があるかどうかというところはしっかり確認をしてお

ります。それで問題が解決するかどうかというところはですね、議員も申されま

したように、それぞれの地域の地理的要件なり社会的要件によって、どうしても

変わってくると。実際に細霧装置によって臭気は間違いなく軽減されます。私も

立入り検査したときに、当然噴霧をしている状態、噴霧してない状態、いずれの

場合もどういう状況になるかというものをそばで体感しましたけれども、細霧装

置が噴霧しているときの臭気というのは本当に激減されます。そういうなかで、

それを場内のあらゆる施設へ噴霧すれば確かに抑えられる可能性はあるという

ふうにその当時判断したのは間違いではなかったというふうに考えます。ただ、

それでまだ今日的に解決に至っていない状況ですので、更に今の状況をですね、

より解決に近づけていくためのさまざまな対策、そして町の指導というものが必

要になってくるというふうに考えております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） （３）の質問させていただきます。親会社からの融資によ

る施設整備の選択肢は。 

 事業者の親会社は、過去５年間にわたり年間約 130〜200 億円の純利益を計上

しており、財務的には十分な余力を有していると考えられます。会社法上も、親

会社から子会社への融資は認められており、その資金を活用することで、臭気対

策に必要な施設整備を行うことは現実的な選択肢となり得ます。 

親会社からの融資も含めた改善計画の在り方について、町が主体的に調整を図

っていくことが必要と考えますが、町の見解を伺います。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 「親会社からの融資による施設整備の選択肢は」のご
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質問に、お答えいたします。 

 初めに、親会社の融資を直接の目的としたわけではございませんが、令和５年

11 月に、親会社を町長及び地域住民代表４人が訪問し、臭気問題を事業者だけで

なく親会社を含めた全体の課題として捉え、解決に取組まれるよう要請を行って

おります。その上で、町といたしましては、あくまでも良好な生活環境の確保を

図るため、事業者に対し、施設整備等を含めて事業場から排出される悪臭の減少

を求める立場と認識しております。 

 事業者が各種対策を講じる際の資金調達につきましては、事業者の判断に委ね

られると考えておりますが、資金調達の如何を問わず、改善を貫徹していただく

よう、調整と要請を引き続き行ってまいります。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 今後更なる対応が必要になった場合、町は親会社からの融

資を現実的な選択肢として認識されているのでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） そこについては事業者の判断に委ねられるというふう

に考えておりますけれども、事業者のほうにですね、少しその辺のお話を伺った

際には施設整備等については、これは億単位の資金が必要になってくることにな

ります。建て替えとか、そういったことになればですね。そういったところの決

裁権といいますか、そういったものはむしろ事業者ではなく、親会社のほうの判

断ということになるということをお聞きしておりますので、いずれにしましても

そうした大きな整備を行う際はですね、事業者のみの判断ではできないというの

が現状と認識しております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） では（４）ですが、段階的減少ではなく、先に基準値内に

抑えてからの段階的規模調整を。 

 過去の測定データでは、飼養頭数が 1500 頭程度であっても臭気が基準値を超

えていた事例が確認されています。仮に 1500 頭が臭気の基準値を超えない限界

だとすると、それ以上の頭数で飼養する場合は、常に臭気が基準値を超えるリス

クがあるということになります。 

 このような前提で、単に何割かずつ飼養頭数を減らすという方針では、十分な
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効果が得られない可能性が高いと考えています。仮に 10％ずつ削減していく場合、

基準値内に収めるまでに 50 年以上を要する計算となり、住民の生活環境の改善

には非現実的です。 

 そのため、まずは飼養頭数を基準値内に収まる水準まで減らす必要があります。

その上で、町が臭気基準の遵守を厳格に監視しながら、事業者が住民の理解を得

るために丁寧に説明を行いながら、段階的に事業規模を調整していくアプローチ

を取る必要があるのではないでしょうか。 

 臭気対策にかかるコストは、利益を得る事業者が負担すべきものであり、住民

に 30 年以上にわたる継続的な負担を強いる形での事業継続は、行政として許容

するべきではありません。町として、この方針転換の必要性をどのようにお考え

でしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 「段階的減少ではなく、先に基準値内に抑えてからの

段階的規模調整を」のご質問にお答えいたします。 

 段階的な規模調整につきましては、まさに令和６年７月からの豚の再搬入時に

実行されようとしておりました。 

 しかしながら、全頭搬出・場内徹底洗浄を実施し、リセットされた第３牧場へ

徐々に頭数を増やしていきましたが、臭気指数と飼養頭数との間に明確な相関関

係は見られませんでした。 

 したがいまして、地域住民の声を丁寧に聞き取るなど、地域生活環境の実態把

握に努め、その結果に基づき事業者へ必要な対策を求めていくという現在の取組

みを継続していくことが肝要と考えているところでございます。 

 いずれにしましても、議員ご指摘のとおり、臭気対策にかかるコストは、利益

を得る事業者が負担すべきものですし、臭気問題の解決は事業者の責務であると

町は考えておりますので、今後とも事業者が臭気問題解決を最優先事項として取

組むよう強く求めてまいる所存でございます。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 先ほどの答弁の中で一部ちょっとやり取りがあったので、

重複している部分があるかと思うんですけれども、まず前提として今の質問は第

４牧場に対する今後のアプローチについて申し上げているんですけれども、また

今ですね、第３牧場での臭気指数と飼養頭数との間に明確な相関関係は見られま
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せんでしたとおっしゃったんですけれども、１問目の質問ではですね、臭気の主

因は第３牧場というふうにおっしゃったんですけれども、これ全く正反対のこと

を言われているように感じたんですけれども、この整合性をどのように整理され

ますでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 臭気指数は先ほど来申し上げておりますように、悪臭

がある場合は、必ずその悪臭というものは臭気指数に反映をされます。ただし、

悪臭がない、或いは非常に弱いときの臭気指数というものは、さまざまな影響を

受けて、正確な値が出ない可能性があるということです。第３牧場で言いますと、

先ほどは第４牧場の薬品臭のことを申し上げましたけれども、第３牧場で言いま

すと、すぐ近接地に養牛場があるわけでございます。養牛場からの臭気というも

のの影響をどうしても受けざるを得ないということがございます。そのため、１

か所の臭気指数測定を２か所にしてですね、できるだけ影響のない場所での測定

という中で、第３牧場の臭気指数というものを正確な反映というのを務めてまい

ったわけでございますけれども、それでもやはり影響は出ていたんではないかと

いうふうに分析をしております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） ちょっと理解できなかったんですけれども、要は今後はで

すね、臭気指数に基づかずに人の鼻で匂いを嗅いで測定する方法を主として、こ

の臭気問題に対応していくという意味なんでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 答弁書へも記載をしておりますけれども、やはり我々

町はですね、地域の生活環境の保全、良好な生活環境の確保というものをどう図

るかということで取組みをしておりますので、その地域の実態がどうかというも

のがやはり一番最重視しております。その上で、地域の状態が悪いということに

なればですね、当然それについての分析或いは更なる改善対策というものを求め

ていくということになりますけれども、臭気指数ももちろん、改善勧告等の参考、

参考と言いますか、基準値でございますのでそれはそれで大切なものですが、一

番は地域の生活環境かどうか、それを確かめる一番の方法は、地域住民の声とい

うふうに考えております。臭気指数は、それと月に１回です。月に１回朝７時に
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測定をしておるわけですけれども、その１回のみをもってその月の臭気状況とい

うものを全て掌握するというのは、それは不可能でございますので、そういう観

点からも地域の住民の方々の声、これを丁寧に聞き取るということが一番重要と

考えております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） そうですね、第３牧場の閉鎖以降のことなんですけれども、

町はどのような対応を進められるのでしょうか。また今ですね、臭気測定の継続

をされるのかとか、測定地点についてはどのように、今の測定地点を続けられる

のか、そういったところはいかがでしょうか。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） どういった対策というのは、それは平成 31 年、令和

元年以降は改善勧告に伴う改善計画ですね、その進捗状況というのはきちっと確

認をしておりますし、それ以外にもさまざまなこういった対策が必要ではないか

というのは適宜事業者と協議を行っております。 

特に令和５年以降についてはですね、やはり事業者がしっかり地域と向き合う、

地域の声を事業者も直接聞く必要があるということで、そういう場の設定に町が

調整に入って、今は地域の役員会に必ず事業者も出席をして地域の方の意見とい

うものを受止め、そのなかで事業者が各種改善対策というものに生かしていると

いう状況でございます。 

臭気測定ポイントの変更、これ第４牧場のことですよね。については、先ほど

も申し上げましたけれども、できれば変更しない形で継続していくのが一番望ま

しいとは思いますが、それにより、なかなか臭気指数というものが正確にその臭

気状況を反映しないということになれば、やはり変更をせざるを得ない。そのよ

うに認識をしております。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） 第３牧場を閉鎖した以降の、これまで第３牧場で行ってい

た測定も継続されるのかどうかということです。 

○町民課長（道添 毅） 議長。 

○議長（髙橋公時） 町民課長。 

○町民課長（道添 毅） 閉鎖後はですね、臭気測定を実施する予定はございま



78 

 

せん。 

○２番（佐倉悠希） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ２番 佐倉悠希議員。 

○２番（佐倉悠希） この臭気問題については、私として個人的にも世羅町にと

っても最も重要な課題の一つだと考えています。ですので今後もですね、解決に

至るまでは、人員や財源をですね、優先的に惜しみなく投資していただきたいな

と考えております。 

また先ほどのご答弁では、臭気問題の解決は事業者の責務とおっしゃったんで

すけれども、しかしながらですね、役場の判断が、この問題の構造そのものを規

定する力を持っているということもですね、十分に認識していただきたいと思い

ます。 

その上で、早期解決に向けて、積極的に取組む姿勢を明確に示していただきまし

て、住民の皆さんに、町に任せれば安心だと信頼していただけるようにすること

が何よりも大切ではないかと思っておりますので、是非とも引き続きですね、ご

対応していただければと思います。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 佐倉議員から臭気問題、いろいろと町としてもしっかり取

組むようにということでございます。冒頭申し上げましたように、臭気に関わる

ところはですね、世羅町内各所において発生してございまして、その部分におい

ては、事業者に対してですね、町民の声を大きく代弁する意味においてもですね、

しっかり動かしていただいているところでございます。 

今回の宇津戸の部分についてのご質問の中でもですね、実際、第３牧場も閉鎖

まで少し時間かかります。だんだんと減していくという形でございますので、そ

の間においてはもちろん臭気は測るべきだと私は思います。その間ですね。実は

先ほど言いましたように、隣にある牛のほうの飼育場、こちらのほうの要因もど

うなのかといったところもですね、危惧されております。そしてあと第４牧場に

ついても頭数を増やすことなく、展開していただかないとですね、これまで早め

の出荷ですね、小さな子豚状態の中で岡山のほうに持って行かれておりましたけ

れども、これが一旦ちょっと停滞していた時期もあったというふうに聞いてござ

います。そういったところがあった場合には早く報告をいただかないと、いつも

何か後々の事後報告で、町民の方にいろいろ苦情等もいただくようなこともあり

ます。これまでも機械が壊れているとかですね、さまざまなことがありましたの
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で、そういうことのないようにしっかりですね、町としても監視という部分もあ

ります。そして指導という部分もあります。徹底的にそういった消臭効果のなる

ものをですね、しっかり取組んでいただくように、それでも尚更ですね、臭気の

指数が上がるようであれば、再度ですね、住民の方とともに、前回議会にも一緒

に行っていただきたいというような声も出したことあるんですけれども、やはり

親会社のほうへもですね、足を運んでいければと思っているところでございます

ので、解決へ向けての取組みは、これまで同様、またこれまで以上にもしっかり

ですね、頑張っていきたいと考えております。 

○議長（髙橋公時） 以上で、２番 佐倉悠希議員の一般質問を終わります。こ

こで休憩といたします。再開は 14 時 55 分であります。 

 

休  憩 １４時４２分 

再  開 １４時５５分 

 

○議長（髙橋公時） 休憩を閉じて会議を再開いたします。休憩前に引き続き一

般質問を行います。 

 次にせらまちタクシー運用見直しによる課題改善は ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） はい、７番。 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。                  

○７番（向谷伸二） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づき

質問をさせていただきます。 

 今回項目１とさせていただいて、せらまちタクシー運用見直しによる課題改善

はということについて質問をさせていただきます。 

質問の要旨でございます。今回、新たな「世羅町地域公共交通計画」が策定さ

れました。高齢化が進み、免許返納者も増加し、公共交通の役割はますます重要

となっております。しかしながら、利用者の減少や燃料・人件費高騰による財政

の圧迫、更には事業者の運転者不足など、さまざまな問題に直面していると聞い

ております。 

なかでも、せらまちタクシーはドア・ツー・ドアで目的地まで移動でき、主に

高齢者の日常生活や交流を支えており、無くてはならない運行システムです。今

回の見直しで、問題点にどのように取組み、公共交通サービスの維持を図ってい

くのか。今回は、せらまちタクシーに絞って何点かお伺いをいたします。 

最初の質問です。せらまちタクシーの現状の問題点と今回の見直し方針及び対
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応策はについてお伺いをいたします。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 向谷伸二議員のせらまちタクシー運用見直しによる課題改

善 

はのご質問にお答えをさせていただきます。 

地域の公共交通として長年運行してございます。このせらまちタクシー、利用

者 

も年々減少している状況もありますし、運行にいたってはですね、さまざまな諸

経費、だんだんと積み重なっていき、かなりな町費での負担となっている部分も

ございます。しかしながらやはり交通弱者をいかに救うべく、町内で運行という

形でさまざまな協議会進めながら、運行に関しての変更についてもですね、議論

をいただいているところでございます。今回議員ご存じのように各地域、５つの

地域から要望書が提出されてございます。これについてはパブリックコメントを

受けてのことで、多くの方が関心を持たれる中でご意見をたくさんいただいたと

ころでございます。 

私もですね、直接振興会の代表から電話をいただいてですね、最初電話受けた

ときはピンと来なかったんですね。赤い線をどうにかしろと。赤い線というのが

何のことかよくわからなくて、コピーで多分説明を受けているんで、多分赤でな

く黒だったんじゃないかと思うんですけれども、そういったところの線の在り方

についていろいろお話を聞くうちにですね、これまでと違うというのを私もやっ

と再認識したところでございまして、どういうことなのかというところで、いろ

いろと私もちょっとそこの見解が悪かったなと思っています。そういったところ

を今後、ご意見を元にですね、議会にも提出されております。今回も説明をする

場をいただいたということで、いろいろとご認識も議員のほうでいろいろあろう

かと思います。そのなかでも今後において見直し方針、対応策についてご質問い

ただいておりますので、問題点を絡めてお答えをさせていただきたいと思います。 

せらまちタクシーは、町民なら誰でも利用可能な乗合タクシーとして、町内ど

こでも乗降ができるよう町全域で運行しており、高齢者を中心に、中高生の移動

手段としても重要な公共交通の一つであると認識しております。しかしながら、

議員ご指摘のとおり、利用者の減少、財政負担の増加、運行を担っていただいて

いる交通事業者の乗務員不足等の問題点があり、持続可能性を向上させる必要が

あると考えております。今回提案した見直しにつきましては、利用者と事業者両
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方にとって持続可能な公共交通の実現を目指すため、平成 18 年の運行開始から

今日までの情勢変化を考慮し、利用者のニーズに合わせたダイヤ改正及び運行サ

ービスと運賃設定のバランスを考慮した運賃改定をご提案したところでござい

ます。 

 実施時期も改める中で町もしっかりとした事業として展開できるよう、皆様方

のご意見をしっかり聞く中で前向きに進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 今のご答弁で主な変更点はダイヤ改正、運行サービスの見

直し、運賃改定というご答弁でした。まずそのなかで、運行ダイヤをどのように

見直されたのかについてお伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。運行ダイヤの改正につきましては、

運行事業者の負担軽減及び利用者のニーズに合わせ、効率的なダイヤ設定を検討

いたしました。世羅甲山区域及び世羅西区域とも、新たに行きの便を 1便増やし、

12 時 50 分の便を新設したところでございます。併せて、世羅西区域の帰りは、

利用者の少ない 16 時 30 分の便を 16 時の便と統一した、そういった改正案を出

させていただいたところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 次に運行サービスをどのように見直されたのか、その点に

ついてお伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。運行サービスというところにつき

ま 

しては先ほどと重なる部分、利用者のニーズに合わせたダイヤ改正というところ

と、 

あとは運賃改定の部分の一つとして、定期旅客運賃の新設というのを今回ご提案

を 

させていただいたところでございます。 
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○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 私は今、公共交通計画のこれを見させていただいていろい

ろ 

質問させていただいているんですが、そのなかに区域を２つに分けて曜日を分け

て 

運行するというような項目もあったと思うんですが、それについてはいかがでし

ょ 

うか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 答弁の前に申し訳ありません。向谷伸二議員より、物品の

持 

ち込みについての申請が出ております。これは許可しておりますので、すみませ

ん 

遅くなりました。お伝えしておきます。 

 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。議員ご質問の運行エリアの見直し

と 

いうことで、たとえば見直しイメージとして、Ａ地区とＢ地区に分け、Ａ地区は

○ 

曜日に運行する。Ｂ地区は○×曜日に運行するというような地区ごとによって運

行 

を見直すということも検討はいたしましたが、利用者ニーズと合わないというこ

と 

と、なかなか運行事業者のご意見もありまして、運行見直しエリアの見直しにつ

い 

ては今回はご提案をしていないといったところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） デジタル技術の活用で利便性と効率化を図るというふうに

さ 

れています。以前導入された新せらまちタクシー予約システムの導入では非常に

利 
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用者が少なかったというふうに聞いております。デジタル化が高齢者に向かない

部 

分もあると思いますが、その辺はどのように普及されるのか、その点についてお

伺 

いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。デジタルデバイドの課題について

今 

ご質問いただいたというふうに考えております。なかなか高齢者の方のデジタル

を 

使うことについてはなかなか進まない部分もございますが、さまざまな機会を捉

え 

て、携帯、今デジタルといった携帯での利用も大変多くございますので、携帯電

話 

の利用の勉強会を開くとかそういった形で進めているところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時）７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 今後についてはそういったデジタルを普及させていくとい

うことはだんだんと階層が上がっていくわけですから、その内には今、スマート

フォンを使われている方が、今度はそのタクシーを利用されるということにもつ

ながっていきますので、それはもちろん大切なことだとは思うんですが、ただそ

のデジタル化を進めるときに高齢者も使えるような状況も併設というか、並行し

て同時に進めていただけるような形には、そういった形も残していただきたいな

ということはちょっとお願いしたいなというふうに思っております。 

次に利用ルールの明確化を図るというふうな点を記載をされていたと思うん

で 

すが、それについてどういった問題があって利用ルールの明確化を図ろうとされ

たのか、その点についてお伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。先ほどのご質問の中にも少し触れ

られておりましたが、現在既に区域設定をした区域運行を行っているところでご
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ざいます。区域運行といいますのは、世羅西区域と世羅・甲山区域の２区域に分

けた運行を行っております。現在も既に区域をまたいで、まちなかエリア外から

まちなかエリア外の運行については、既に 600 円という金額設定をしているとこ

ろでございます。こういったところについて、なかなか利用のルールが周知でき

ていないであったり、そういう場合の乗り継ぎ券等の取扱いについてなかなか統

一化が図られていない。また利用者の方もそういったところに周知ができていな

いというところの課題感を抱えておりまして、こういったところの課題解決も含

めて、今回の改定案をご提示したところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手）。 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 荷物についても書いてあったと思うんですが、荷物に関し

てはどうでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。荷物につきましては現在におきま

しても、なかなか限られたスペースの中で多くの荷物を持ち込んでいただくとい

うことは難しい部分もございますので、膝の上に乗せられるだけの荷物というこ

とでお願いはしておりますが、そこのルールの周知徹底であったり、そういった

ところができてない部分もございますので、そこの荷物の持込み等に関するルー

ルの明確化というところを図っていきたいと思っております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） この問題は以前からずいぶん長くあったと思うんですよ。

そのルールを明確にして、荷物を少なくするという考え方が正しいのか、荷物を

作って持って帰れるようにするということのほうが、本来は一番正しい選択肢で

はないかと私は前々から思って、もう少し大型化したりして後ろに荷物を積んだ

りとかして、以前もこの話は、確かさせていただいたことがあると思うんですが、

その考え方自体を、ルールはルールとしてそれはもちろん必要ですけど、考え方

として、少ない荷物しか載せられませんよというのが正しいのか、或いは荷物は

持って帰れるようにしましたよっていうのが正しいのか、それについてのお考え

はどうでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長、 
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○企画課長（藤川道代） お答えいたします。私もそうなんですが、公共交通機

関にバス等に乗るときにやはり 1 人で持てる荷物っていうのは、ある程度限られ

ているのかなというふうには感じております。年を重ねれば重ねるほど持てる荷

物というのは、ある程度重さであったり、大きさもそうですが、限られてくるの

かな、それが自分で持運べて膝の上に乗せれる荷物ということで、現在はお願い

をしているところでございます。この地域公共交通計画にも掲載している荷物の

ルールの明確化というときに、たとえば今課題になっているのが、押し車であっ

たり、そういうものの持ち込み等に関して、持ち込みたいというようなご意向が

あったときに膝の上に乗せれるだけですよというようなところの、そういった明

確化がきちんとできてない部分についてはルールをきちんと皆さん統一的にや

っていただけるようにルールを皆さんに周知するというところを図ってまいり

たいと考えております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） もちろんそういったルールはきちんと明確にすべきである

というふうに思います。私も以前、質問をさせていただいたときに、民間事業者

の方、たとえばスーパーの方であるとか、そういった方に依頼してですね、そう

いった 

荷物の運搬システム、いわゆる無料宅配なのか、或いは低料金での有料配達とい

う 

こともあるでしょうし、以前言わせてもらったのはもう買い物ツアーみたいな形

に 

すれば、よりまとまった荷物をポンと持って帰れると。たとえば買い物をすると

き 

だったら何曜日だったら、買い物の配送システムが使えますよということであれ

ば、 

その日に買い物が集中するという可能性はある。そうすれば、まとめて業者の人

も 

配送ができるというメリットもあるし、料金をいただくということも当然私は必

要だろうとは思いますけど、やっぱりそういったことで、買い物にも行きやすく

するということをまず改善していくということが本当の改善だと思うんですよ。

だからそういったこともしっかり今後検討していただいて、まず話をしてみて、

業者さんがのるかどうかそれはわかりませんけど、まず話をして進めてみるとい



86 

 

うことは、十分可能だと思うんですよ。是非そういったことまでしっかり動いて

いただきたいなというふうに思います。 

次の質問に行きます。デマンド交通に関する補助金が令和４年度から急激に増

加 

している。その原因をお伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ２点目の「デマンド交通補助金の令和４年度以降の増

加原因は」のご質問にお答えいたします。 

令和４年度につきましては、令和４年度から運行を開始したまちなか循環タク

シー「くるりん号」が 2,916 千円、路線バス小国甲山線の廃止代替となるせらま

ちタクシー直行便が 6,092 千円、更に、既存のせらまちタクシーについて、事業

者への委託料見直しによる 4,604 千円が主な増加要因となっています。 

令和５年度につきましては、システム更新に伴うクラウドサーバー利用料が

1,766 千円、車両更新にかかる費用が 1,650 千円となっておりこれらが主な増加

の要因でございます。 

令和６年度につきましては、直行便の車両をジャンボタクシーから中型バス等

への車両の大型化に伴い 2,818 千円の増加が主な要因となっております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 令和４年度ではタクシーの直行便で約 609 万円、委託見直

しで 460 万円、合計で 1069 万円、約 1070 万円ですね、増加しており、これが継

続的増加原因の大きな要素というふうにお答えをいただきました。ところでその

タクシー直行便は路線バス小国・甲山線の廃止代替で運行されているというふう

にお聞きしておりますが、それまでの路線バスに関する経費というのはどの程度

かかっていたのか、教えていただきたいと思います。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。令和４年度より、路線バス小国線、

これは甲山営業所から世羅中学校を経由して小国に行っていた便でございます

が、このバスが廃止となり、せらまちタクシー直行便を主に中・高生の通学時間

帯に合わせて、中・高生の通学に使っていただくように運行をしているところで

ございます。令和３年度までは、このバス小国線の路線に対して、経常費用から
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経常収支を差し引いた、いわゆる赤字分に対し、町の補助金を交付しておりまし

た。この補助金の額につきましては、廃止となった令和３年度の状況で言います

と、1104 万 7000 円でございます。なお、この 1104 万 7000 円につきましては、

単一町内、世羅町だけを走っている運行のバスのため、国庫補助の対象外となっ

ておりました。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） ということは、路線バスの経費がデマンド交通に移動した

というふうな形になろうかと思いますが、デマンド交通では約 600 万円増加し、

公共交通、先ほどのが 1100 万円ということで、600 万円程度、一旦その時点では

削減されたというふうな形で、そういう認識でよろしいでしょうか。 

交通システム全体の経費でいうと、600 万円程度減削減されたという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。一概にはそういうことは言えない

ですが考え方としては、一旦 600 万円減ったということになろうかと思います。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） それではジャンボタクシーから中型バスに変わったという

ことで、あそこで 300 万約追加にはなっておりますけど、いわゆる３年から４年

にかけて、1000 万以上増加している部分に関して言えば、実質上昇している公共

交通全体で言えば、全体というか、このデマンドに関して言えば委託料見直し分

が増加したというふうな形の認識でよろしいでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） その通りと考えております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） それでは次の項目に移ります。今回は住民の生活に関わる

大変重要な見直し案件だったにもかかわらず、住民周知と意見集約が、短期間で

進められたような感じを受けました。運行見直しの住民周知とタイムスケジュー

ルに問題はなかったのか、お伺いをいたします。 
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○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ３点目の「運行見直しの住民周知とタイムスケジュー

ルに問題はなかったか」のご質問にお答えいたします。 

 せらまちタクシーの運行見直し案につきましては、５月 29 日開催の世羅町議

会全員協議会でご説明申しあげたところでございますが、住民説明会及びパブリ

ックコメントの実施についての住民周知は、広報せら６月号への掲載、６月中旬

にはせらまちタクシー車内への掲示、ホームページ、ケーブルテレビ、無線放送

で周知を行ったものでございます。なお、パブリックコメント、意見募集でござ

いますが、の期間は７月１日から 7 月 25 日の 25 日間でございました。 

 住民周知と意見募集については、今年度当初予定していたスケジュールに沿っ

て、行政におけるさまざまな手法を用いた周知に努めたところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 確かにご答弁されたようにさまざまな手法で周知をされて

おられます。それによって世羅・甲山で 1 か所、世羅西で 1 か所、合計２会場で

開催された説明会に何名の方が参加されましたか、教えてください。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。７月 15 日に世羅町役場にて開催

をいたしました住民説明会の参加者は２名、７月 17 日木曜日、小国自治センタ

ーで開催いたしました住民説明会の参加者は 10 名でございました。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 世羅町全体で 12 名ということになっております。今回の

改正は、住民の医療・食という生活に直結する重要な案件でしたが、なぜ参加者

が少なかったか、どういう見解をお持ちか、お伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。先ほどご答弁申し上げましたとお

り、パブリックコメントのスケジュールにつきましては、令和８年１月１日のこ

のせらまちタクシーのさまざまな変更、見直しを進めるというそこを目指す中で、

今後控えておりますさまざまな手続き等を考慮し、今年度当初に予定したスケジ
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ュールで進めてまいったところでございますが、大変タイトなスケジュールにな

ったことは否めないと考えております。 

またその理由というところでございますが、パブリックコメントの告知に努め

たところではございますが、なかなか通常より他の分野においてもパブリックコ

メントという形で意見募集をした際、なかなか意見が集まらないというような現

状もございます。ただ、議員もおっしゃっていただきましたとおり、大変住民の

生活にとって重要な変更であるところでございますが、なかなか住民説明会の参

加がなかったというところは、町としても非常に重く受止めているところでござ

います。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） なぜ集まらなかったのかっていうふうに考えたときに、や

はりさまざまに告知されている。それはわかりました。ただ、せらまちタクシー

の説明会というタイトルで募集された。たとえばその中身、今回運賃値上げがあ

りますよって、そういった告知はされていましたか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。広報の告知につきましては、せら

まちタクシーのサービス見直しに係る意見募集についてという広報の告知にな

っております。サービスの見直しのところに（ダイヤ改正及び運賃改定に係る意

見募集）という記載はしているところでございますが、議員ご指摘のとおり、な

かなかこれだけではどういった説明会かというところがわからなかった部分は

あるのかなというふうに感じているところではございます。また、住民説明会に

かかる告知のバス、せらまちタクシー車内への掲示についても同様にダイヤ及び

運賃の変更を予定していますので、意見募集、住民説明会をお願いするといった

内容での告知となっております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 多分やっぱり自分の身に降りかかるという部分が、そこま

では伝わらなかったのかなということは思っています。ただ一つ気になるのは、

自治センターの方もそこまで十分理解はされていなかったという事実がありま

す。ですから、それは非常にちょっと重いのかなというふうに考えています。そ

の地区でいうと自治センターがやっぱり中心になって、その地区の皆さんにいろ
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んなことをお伝えをされているという、そういう場所でもあります。そこの自治

センターの関係者も、どの程度どこがどういうふうに値上げになったら、どうい

う影響が出るのかというのを全く知らなかったです。説明会を受けた後、事の重

大さに気づいて、住民の方にお声掛けをされたというような経緯がありました。 

また特に一つ気になるのは、パブリックコメントですよね、これ、今回非常に

そういう自治センターからのお声がけみたいなのがあって、非常に大きな数字に

広がっていきましたけど、過去のパブリックコメントの実績等が、もし企画課の

ほうでわかれば教えていただきたいと思います。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） まず初めに議員おっしゃっていただきましたように、

今回のパブリックコメントの募集であったり、住民説明会につきましては、住民

自治組織の皆様に事前にお知らせ、住民告知についてご協力を願いたいというお

願いをさせていただいたところ、それでも世羅西地区での参加は 10 人というこ

とになっておりました。ただし、この住民説明会後にさまざまに、特に今回のせ

らまちタクシーの運賃改定にかかって影響の大きいと思われる世羅西地区の住

民自治組織の皆様には、この周知について非常に力を貸していただき、そのなか

でパブリックコメントの多くのご意見につながったと思っております。 

ご質問にありましたパブリックコメントの近年の状況についてでございます

が、昨年度策定いたしました世羅町地域公共交通計画（案）についてのパブリッ

クコメントは、提出者１件、意見の提出件数は 1 件でございました。同じく、昨

年度策定いたしました世羅町子ども計画（案）についてのパブリックコメントは

提出者１件、意見の提出件数は３件。お一人の方が３件の意見を提出されたとこ

ろでございます。同じく、昨年度策定の世羅町立地適正化計画（案）につきまし

ては、提出者２件、意見の提出件数は５件といった形になっております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） こういった施策を決める上で、パブリックコメントを参考

にさせていただいたというコメントをいただきますけど、参考にはならないです

よね。１件の意見しか、１件の方しか寄せられていないという、これを参考にす

るということ自体が、まずいかがなものかと。今回のことで西地区の方もパブリ

ックコメントってなんじゃ、こういうことかっていうふうにわかったというふう

におっしゃられていましたけど、まず横文字でパブリックコメントってわかりま
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せんよ。はっきり言って、高齢者の方が。それをどこに見に行くのって言ったら、

ホームページです。ホームページ、どこやそれは。なんじゃそれは。要は役に立

たない意見募集を行って、それを参考にして施策を行っているという事実ですか

ら、これはまずいですよね。町の重要な施策を決める上で住民の意見を聞いてや

るっていうのであれば、やっぱりきちんと住民から意見を集約できるような形を

とることがまず本来やるべきことであって、周知という言葉を使われますけど、

広く人に知らしめるっていう周知、知ってもらおうという意味です。今の話で言

うと、告知に終わってますよね。オープンに紙で知らせましたっていう。ここは

大変大きな問題だと思います。これから、今からいろんな施策の見直しを行われ

て、住民の意見を聞きますって言ったら、本当に聞けるやり方を考えていただか

ないと、それは困りますよね。住民の方が結局、施行されてから、こうなったん

かっていうことですよね、要はね。だから、そのことに関しては、しっかりやっ

ぱりどうやったら、そのための自治センターがあるわけですから。そこをどうや

って使うかっていうことを考えられたらそんなに難しい話ではない。ある意味、

やっぱり若い方は当然ＳＮＳであるとか、いろんな形でそれを取れますよ。でも

さっきの子ども計画でも１件でしたよね。だから、実際にはやっぱり意見は入っ

ていきてないっていうのが現状ですから、そこは重く認識をしていただいて、何

らかの形の対応をとっていただきたいなというふうに思います。 

では次の質問いきます。先ほど町長の答弁でも運賃設定のバランスを考慮した

運賃設定を提案したとのご答弁でした。昨年合併 20 周年を迎えましたが、同じ

町内でありながら 1.5 倍という大きな運賃格差をつけておられます。世羅町全体

としての公共交通サービスの提供という考えはなかったのか、この点についてお

伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ４点目の「世羅町全体としての公共交通サービス提供

という考えはなかったか」のご質問にお答えいたします。 

 昨年度の「世羅町地域公共交通計画」策定時より、適切な受益者負担の在り方

を議論する中で、町内一律の料金設定についても検討いたしました。しかしなが

ら、現行制度において、すでに世羅・甲山区域と世羅西区域という区域設定を用

いていること、公共交通は距離による料金設定が基本的な考えの一つであること

を考慮し、現在の見直し案をご提案したところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 
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○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 理由の一つとして、既に区分けしていると。それを使った

と、それを基準に考えたというふうにおっしゃられました。今ちょっと資料を出

させていただきました。この考えは、まちなかエリアにどうやっていくかという

ことが基本的な考え方として作られております。これから見ると確かに、世羅西

地区は遠いですよね。確かにそうです。ですが、ちょっと区分けという考えでち

ょっと見てみてください。紫、黄色、緑、これが１地域です。ピンクが１地域で

す。たとえば世羅・甲山は 209 ㎢あります。世羅西が 69 ㎢、要は、４分の１で

す。片や、４分の３が１区域ということです。もちろんまちなかエリアに行くと

いうことを前提で考えているので、そういった考えになっていると思いますが、

全ての運行が病院と、スーパーだけなのか。そうではないですよね。数字から見

てもそうではありませんでした。ということはそれ以外の区域での活用をされて

いる。ということは、たとえばその世羅・甲山エリア、４分の３のエリアをどこ

へ行っても、基準の運賃で済むということです。しかしながら、西地区は、あの

ピンクの線から出た時点で 1.5 倍になるという設定です。果たしてこれが、公平

と言えるのかどうか、これについてちょっとお伺いをいたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。先ほど少し触れさせていただきま

したが、現在も既に世羅西区域及び世羅・甲山区域の２区域という形で区域運行

を行っております。現在は、まちなかエリア外からまちなかエリア外の移動、た

とえば黒川にお住まいの方が道の駅世羅に行く場合であったり、下津田の方が東

自治センターに行く場合などは、現在も 600 円という設定になっております。し

かしながら、実際は世羅・甲山区域内のまちなかエリアが目的地であることがほ

とんどであると思われますので、町内一律 300 円というふうなご認識の方も多く

いらっしゃるというふうに受止めております。 

今回、料金設定を考えますとき、乗車距離に応じた応分負担を求めるというこ

とになりました。その際、議員もおっしゃってくださいましたように、区域で考

えるのではなく、たとえば５キロ以内、５キロ以上 10 キロ以内、10 キロ未満と

いったような、そういう純粋に距離による負担ということも検討をいたしました

が、現行のせらまちタクシーの運行がドア・ツー・ドアの運用、これは乗りたい

という方の各家を回ってお乗りいただき、それぞれの目的地までお送りするとい

う現行の運用の中で、また支払いはせらたすきー券または回数券を使っていただ
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くという現行の運用の中では、純粋な距離での応分負担をするという仕組みを求

めるのは難しいという結論に達したところでございます。 

先ほど申しましたように、多くの方が世羅・甲山エリアのまちなかエリアが目

的地だと考えたときに、乗車距離が長いのはどうしても世羅西地域からの移動で

あるため、今回ご提案させていただいた区域による料金設定ということになった

ところでございます。 

しかしながら、特に影響の大きい世羅西地区の方々に同じ世羅町内なのに、世

羅西地区のみ上乗せされるというふうに受止められてしまったこと、これについ

て大変多くのご意見をいただきましたことは、町といたしましても大変重く受け

止めているところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 西地区が遠いという事実はこれは間違いないことで、それ

は認めております。距離で今やることが難しいというお話でしたけど、確かに今

のシステムでは難しいかもしれませんけど、やはりそこは目指すべきことだと思

うんですよ。やはり西地区の人でも、短い距離を使う人、たくさんいます。その

方もやっぱり 1.5 倍の料金を払わないといけない。世羅・甲山の中で長距離を走

っても、そこは 400 円、基準だと。やっぱりそこは何らかの不公平はそこは出て

いると思うんですよ。たとえばですよ、これ単純にたとえば４分の３をこっちが

エリアが占めていて、基準の 400 円だ。だったら西地区を基準にして４分の３エ

リアを同じ基準の 400 円にしたらどうですかっていう考え方もできなくはない。

距離だけのことで言えばね。 

そうは言ってもいろいろな事情はあります。ですけど今後は距離別を基準にす

るような形ですれば、本当の公平性が保たれるということになろうかと思います。

ですからそこをやはり目指していっていただきたいなというふうに思います。 

それともう一点、今回、自治センターからの連名で要望書が出ていると思いま

す。今回 1237 名という署名も添えて出されておられますが、今回のその要望の

趣旨ですけど、まちなかエリアまでの運賃について町内一律とするようにという

意見がありました。先ほど私が言ったのは、全体の中で運賃が不公平があるんじ

ゃないかということを言いましたけど、要望書自体はまちなかエリアまでの運賃

について町内一律とするようにという要望書でした。やはりその改正前は西地区

においても病院やスーパーを活用しやすいように、まちなかエリアだけは地区内

と同じ運賃で利用できていたと。しかし、今回はその優遇措置が外されたと。今、
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西地区は無医地区になって、もう病院は必ず他の地域にもありますけど、ほとん

どの方が世羅地区にまちなかエリアの病院を利用するというような形になられ

ています。 

そういった事情も考えた上で、まちなかエリアをなぜ外したのか、やはり当然

行きにくくなるという状況は考えられたと思うんですよ。その点についてはどの

ようなお考えでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。議員おっしゃっていただきました

ように、まちなかエリアまでの運賃については、現行は 300 円という形になって

おります。しかし、先ほども重ねてのご答弁になりますが、町内一律というふう

に受取られていたまちなかエリアまでの 300 円という料金設定について、やはり

距離に応じた応分の負担を求めていくという考え方に至ったときに、どう距離と

して遠くなっている区域をまたいで世羅西区域、世羅・甲山区域、区域をまたぐ

場合はプラス 200 円の 600 円という設定にしようということで答えに至ったとい

うところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 実際、確かに遠いのは遠いですけど、たとえば甲山エリア

の運行便であれば、宇津戸と伊尾を結んで経由して運行されていますよね。かな

りの距離です、これも。或いは大見地区、大見から池田を通って東、青近のルー

トで、今、回られています。これも相当な距離だと思いますよ。1.5 倍にするだ

けの差がありますかっていうことは言いたいですが、どうでしょう。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。今、議員おっしゃってくださいま

したご意見について、先ほど来出ております世羅西地区の皆様方からのパブリッ

クコメント、また要望書の中にも同じように地域格差のある運賃設定に反対、運

賃を一律にすべきといったご意見をいただいております。町といたしましては重

く受けとめているところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 今回、定期という形で作られておられますが、これも 1.5
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倍の格差がついています。この直行便に関しては、小国から出ているわけですよ

ね。せらまちタクシーのところから直行便で出ていると思います。津久志からは

数キロの距離です。本当近いですよね。あそこからで言うと。それですが、１か

月 4800 円、年間 5 万 7600 円の差が発生します。保護者の方にとっては本当大変

大きな金額だと思います。また地元の高校進学ということに関しても大きく影響

を及ぼすと考えられますが、その点についてはいかがでしょう。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。ご質問いただきました直行便につ

いてでございますが、実質は中学生の利用については、町から別の形での補助が

出ておりますので、実質ご家族のご負担はないものと認識をしております。 

世羅高等学校の生徒さんに対するこの交通費についてでございますが、町から

世羅高等学校の学習環境支援事業という形で補助金が出ておりまして、その補助

金からこのせらまちタクシーに乗られたこの交通費の半額を助成しているとこ

ろでございます。ご負担については、とはいうものの大変大きな差が生じている

のは事実でございますがこの金額が丸々ご家庭のご負担となってはいないとい

うところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 補助金云々の問題ではなくてですね、やはりそこに格差が

つきすぎているということです。数キロの差で、年間６万円近い差がつくという

のは、はっきり言ってこれはやっぱり負担は大きすぎます。これはしっかりとこ

の件に関しては、考慮、検討をお願いしたいというふうに思います。 

私が町民から聞いた意見ではですね、燃料や人件費の高騰もあり運賃値上げは

仕方がないということですね。運賃の値上げは仕方がないという共通認識をほと

んどの方が持っておられます。地域格差があるのが嫌だっていう意見だったんで

すけど、運賃に関しては皆さんそれはもうしょうがないだろうという考えでした。

実際このアンケート結果を見てみますと、400 円の場合は約８割の方が変わらず

利用する。500 円になっても約６割が変わらず利用するというご意見でした。や

はりこの辺もしっかり検討していただいて、どのあたりが正しいのか、どうすれ

ば財政負担も削減につなぐことができるのか。そういったことも、ちょっとこの

辺もしっかり検討をしていただきたいというふうに思います。 

一方、600 円の値上げということに関しては、４割の方が利用を減らす、半分
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にする、利用しないというような意見が４割上がっております。ですから、ここ

の意見もしっかり考慮すべきことかなというふうに思っております。 

では次の質問に行きます。せらまちタクシーの認知状況に関するアンケート結

果では、利用していない、利用していない 65 歳以上の町民、利用していない 65

歳以上の町民の 72％が利用方法は知らない。ごめんなさい、まちがいました。町

民の 72％の中で「利用方法は知らないが約 17％」「運行内容は知らないが 53％」

「名前も聞いたことが無いが２％」と答えられています。周知不足が利用者の減

少につながっているのではないかというふうに推察できますが、お考えをお伺い

いたします。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） ５点目の「周知不足が利用者の減少につながっている

のでは」のご質問にお答えいたします。 

利用者の減少について、主な要因は新規利用者が増えていないため実利用者数

が減少していると認識しておりまして、議員ご指摘のとおり、せらまちタクシー

の認知不足は課題であると考えております。 

せらまちタクシーは年齢や運転免許証の所持の有無に関わらず、誰でも利用で

きる移動手段でございます。このことを広く周知し、外国人労働者や学生も利用

できる便利さを伝えるため、乗車説明会や乗車体験会を実施し、利用者の増加に

つなげていきたいと考えております。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） 交通計画の中のデータですけど、輸送人員のデータにより

ますと、実利用者、要は回数が何回で分けて何人、個別でいう何人、何人が利用

したかということは、この７年間、７年間で３割以上減少しています。３割以上

減少ししています。一方、年間輸送人員、同じ人が何回も乗った。その回数、全

体の回数です。は微減です。つまり、実利用者は減っているが、利用回数は増え

ているということです。つまり使っている人はしっかり利用している、便利に使

っているという、これ結果が出ているんですよね。ということは、利用者の減少

対策は、要は新規利用者の獲得、これをしっかり進めれば改善できるということ

ではないかと思うんですが、その点どうでしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 
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○企画課長（藤川道代） お答えいたします。議員おっしゃいますとおり、ここ

近年過去７年間の状況によりますと、先ほど言っていただいた実利用者数は減っ

ておりますが、利用の回数は微減といったところでございます。この状況につき

ましては、やはりコロナ禍で大変利用が減ったところでございますが、現時点に

おいても、なかなか利用が戻っていないという現状にあるというふうには認識を

しているところでございます。しかし昨年度、令和６年度の実績でございます。

今お手元にございます世羅町地域公共交通計画は、令和５年度までの実績でござ

いますが、令和６年度の状況を申し上げますと、令和６年度の輸送人員につきま

しては 2 万 6920 件で、実利用者数につきましては 607 人と、ここ近年にない増

加に転じているところでございます。これに関しましては、やはり地道な乗車体

験会の実施等々で少しでもその効果があったのかな、あったら良かったなという

ふうに感じているところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） それは素晴らしいことです。大変素晴らしいことですね。 

高齢者の運転状況の調査では、これすごいんですけどね。70 代の 89％、80 歳

以上の約 57％が日常的に運転していると。すごいですよね、本当に。ということ

はですね、この方が今後、利用者に推移していく可能性があるということですよ

ね。今現在は運転ですが。考え方によってはデマンドタクシーをよく知らないか

ら運転している可能性があるということも言えると思うんですよ。そういった方

も一定数おられるんじゃないかというふうに思うんですよね。ですから現在運転

されている方、特に高齢者ですよ。特に高齢者の方にどういったアプローチをす

るか、要するに、スムースに運転から公共交通に移っていただく方法をどう提供

するか、それは非常に大きなことだと思うんですよ。そこを是非しっかりどうや

ってやったらいいかっていうのを検討してみたらどうかと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○企画課長（藤川道代） 議長。 

○議長（髙橋公時） 企画課長。 

○企画課長（藤川道代） お答えいたします。乗車体験会等を行っているという

答弁をさせていただきましたが、主に乗車体験会は各地区のサロンであったりと

いったところに出向きまして、実際に乗ってもらう体験をしていただくことで、

今はせらまちタクシーの利用をしていなくても、今後利用していただくように促

していきたいという思いで、そういった乗車体験会をしているところでございま
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す。今後もサロン等を中心に、高齢者の方が集まられる場に呼ばれればそういっ

たところでご説明なり、乗車体験会なりをしていきたいと、そのように考えてい

るところでございます。 

○７番（向谷伸二） （挙手） 

○議長（髙橋公時） ７番 向谷伸二議員。 

○７番（向谷伸二） これ、考え方のことなんですけど、楽しいことであれば、

高齢者でも出かける。これグランドゴルフですか。あれを見たらわかるんですけ

ど、本当すごいですよね、あのパワーは。酷暑の中でも、バチバチやられていま

す。要するに楽しいことは出るんですよ。どうやっても出てくる。だから、たと

えば利用者を増やすっていう意味で言えば、買い物っていうのは、特に女性の方

なんかはやっぱり買い物に行くっていうのは楽しみの一つだと思うんですよね。

そういった楽しみを作ってあげる。機会を作る。それが大切じゃないかなと。そ

の上で、先ほど荷物って言いましたけど、やっぱりその荷物っていうのは反対に、

そこへ行かなくなるマイナス要因なんですよね。そこらを差し引いてやると。た

とえば今から便数を、たとえば財源削減とかを考えたときに、便数を減らす、減

らそうとか、これを集約しようとか、やっぱりいろんなことを検討されると思う

んですよ。それは仕方ないことなんですよ。それはね。だったら、それをたとえ

ば今 100 だったらそれを 80％まですみません我慢してくださいと、サービスは。

その分満足はプラス 20％あげますから、乗ってくださいねっていう考え方。それ

で、プラマイゼロになるんですよ。 

そういう考え方、これ私も民間にいたんで民間的な考え方なんですけど、やは

りそういったサービスを、いわゆる喜んでもらえるようなこと、或いは負担をな

くすようなことをどうやったらそこでつないでいかれるか、そういったことをし

っかりと検討していただきたい。今回いろいろお話をさせていただきましたけど、

以前は、たとえば改善提案をすると、５年後の見直しで考えますっていうような

ことをよくおっしゃられたことがあります。ですが、これも民間で言うと、とん

でもない話なんですよ。今ここを変えたら、財政負担が減りますよというような

ことだって、５年後に、今回はこれ決めたんで、５年間これでやりますって言わ

れたんですよ。 

その考え自体が私はどうも納得できなくて、間違い、間違いっておかしいけど、

改善できることが見つかったら即、改善すればいいんですよ。何かデメリットあ

りますか。私はないと思うんですよ。もう即、改善していただきたいというふう

にお願い、それに関してはしっかりとそういった考えを持っていただきたいなと
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いうふうに思います。 

高齢者の中には運転に不安を感じておられる方もたくさんおられると思いま

す。 

便利さがね、良さがわかれば、もっと公共交通を積極的に利用していただける可

能性は十分にあります。未利用者に対するアプローチこそ最優先対策と考えます。

住民の要望や現状の課題をしっかり洗い直して、住民が納得できる見直しをしっ

かり検討していただくことを要望して、私の質問を終わります。 

○町長（奥田正和） はい。 

○議長（髙橋公時） 町長。 

○町長（奥田正和） 向谷議員からいろいろとせらまちタクシー、公共交通につ

いてのご質問をいただく中でいろいろなご提案もいただいたところでございま

す。今回のせらまちタクシー運行見直しの部分については要望も出ておりますの

で、ここで結論をすぐ出すというわけにはいかないと。ただ議員もおっしゃられ

ますように計画を作ったんだから、何年もその改定を行わないというようなスタ

ンスではございません。やはりその時代その時代、またその時期に応じた変更に

ついては必要があると考えております。特に今回のような運行に関することにつ

いては、国への届け出等も結構いるわけでございまして、そこの期間を設けなく

てはなりません。そういった観点からもですね、運行の時期についても、先ほど

言いましたように少しずらした形でですね、結論がきちっと出た段階で進めてい

こうという流れにはしてございます。 

こういったちょっとせらまちタクシーとはちょっと違いますけれども、タクシ

ー券を出させていただいています。先ほど高齢者の運転が結構多いという、これ

すごいことだと言われました。町からすればですね、町というか、私からすれば

ですね、やはり危険な運転をされる方には免許返納をお願いしたい。これは自分

が加害者にもならず、被害者を生まない、そういったための施策の一つなんです。

いわゆるサービス券を配って、どんどん乗ってくださいというものではないんで

すね。実際のところ、車をお持ちになれば車の維持費、燃料、保険、またさまざ

まなリスク等含めてですね、かなりの経費をお支払いされていると思います。そ

ういったところがですね、町が３万円という金額をお渡しして、できるだけもう

安全にこういった公共交通を利用して、これまで出かけたところにですね、いく

らかは出ていくような、いわゆる閉じこもり予防も含めてですけれども、そうい

った観点でやっています。ですから何もかにも時々ただにしてほしいとか、安く

乗りたいとかいうような声もいただくんですけれども、先ほど議員申されました
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ようにメーターで、いわゆる時間、時間軸で、乗っている時間ですね、そういっ

たところでの料金を払うんであれば、一般タクシーのご利用と同じことになって

しまいます。それに割引をどうつけるかという形になろうかというふうになって

くるんですね。距離に応じて、たとえばサービスチケットをもっと出せというよ

うな声もいただいています。しかしながら、そうではなくて先ほど来の考え方で

いうと、加害者、被害者を生まないための方策の一つであるというところをです

ね、よくご理解をいただいておかなくてはいけないと思います。 

今後のタクシー等の利用に関しては、デジタル化も進んでまいります。議員が

申されるように、もし距離、時間で行くんであればですね、たとえばＧＰＳをつ

けた一つの料金設定で、距離が出てまいりますのでそこで支払いを求めるという

可能性もあります。ただ一人ひとりにメーター付けるわけにいかないんで、そう

いうデジタル化というところでは、可能性はないわけではありません。しかし私

が受止めているのはですね、町内どこに住んでいても、どこで暮らそうが、交通

弱者としての方については、料金一律を求められているというふうに感じており

ます。そういった観点も含めながら、議会でもご議論をいただき、また交通会議

等にもまたしっかりかけていってですね、そういった結論はまだ先送りしてござ

いますので、そういったところをですね、しっかり検討する中で、町の公共交通

としての在り方をしっかり検討していく必要があろうかと思っております。 

縷々申し上げましたけれども、世羅町がですね、高齢者にとってもまた交通弱

者にとっても住みやすい、こういった運行体系を作っていけるようにですね、努

めてまいりたいと考えております。 

○議長（髙橋公時） 以上で７番 向谷伸二議員の一般質問を終わります。 

お諮りします。 

本日の会議は、これで「延会」したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで「延会」することに決定いたしました。 

本日は、これで「延会」します。 

次回の本会議は、９月５日午前９時から「開会」いたしますので、ご参集願い

ます。 

（起立・礼） 
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